
匪二重可  

新要件に基づくがん診療連携拠点病院の指定の考え方  

薩 料オ  

第5回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会での指摘事項  1 指定要件の充足状況  

○ 指定に当たっては、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成20年3月  

1日付け健発第0301001号厚生労働省健康局長通知）（以下「埠鈍Lという。バ   

定める必須要件を充足していることとする。  
匪重要○なぜ都道府県拠点が2つないといけないのかについて、説明が不十分。  

＞ 複数指定されたことによる相乗効果等について評価すること。  

＞ 既存の拠点病院との関係を整理し、全体的に検証すること。  

匡垂頭○医療圏数を大幅にオーバーしている。  

＞ 更新申請に向け、既指定病院との関係を整理すること。  

区画○医療圏数を大幅にオーバーしている。  

○指定を受けることにより、年齢調整死亡率の改善が見込まれるという考  

え方はおかしい。  

○大阪府のオンコロジーセンター構想は、拠点病院の考え方とは異なる。  

○大学病院と既指定病院との機能の違いについて、説明が不明確。  

＞ 更新申請に向け、既指定病院を含めて関係を整理し、機能分担が明  

確でない病院については更新しないこと、次回までに2次医療圏で  

の整理とともに、府全体における整理もすること。  

＞ 大阪府が計画した具体的な数値目標について、評価すること。  

匝頭○拠点病院間で機能を分担する「富山型」というような考え方は、実際は  

上手くいかないのではないか。  

＞ 実際の状況について、具体的に数値で評価していくこと。  

医重囲○府拠点が2つ指定されることによる数値目標を平成24年度までと報告  

しているが、本当にうまくいくのか。  

○京都大学病院については、相談支援センターの相談件数が0件。  

○京都府立医科大学附属病院については、新入院がん患者数が府拠点にし  

ては少ない。  

＞ 複数指定されたことによる相乗効果等について検証すること。  

＞ 数値目標（人材派遣育成、医師の養成数等）について中間報告とい  

う形で実績を報告すること。  

＞ 京都大学病院の相談支援センターの実績報告をすること。  

匝車重○なぜ都道府県拠点が2つないといけないのかについて、説明が不十分。  

＞ 複数指定されたことによる相乗効果等について評価すること。  

＞ 既存の拠点病院との関係を整理し、全体的に検証すること。  

2 2次医療圏数を超える数の医療機関が、がん診療連携拠点病院に指定されるこ  

ととなる場合  

地域がん診療連携拠点病院にあっては、2次医療圏（都道府県がん診療連携拠   

点病院が整備されている2次医療圏を除く。）に1カ所整備するものとする。た   

だし、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制   

の整備がより一層図られることが明確である場合には、この限りではないもの   

とする。（指針抜粋）   

0 2次医療圏数を超える数の医療機関ががん診療連携拠点病院に指定されるこ   

とによる、郷附こおける相乗効果が、都道府   

県の推薦意見書に数値目標などを用い記載されているHとする。  

○ なお、2次医療圏数を超える数の医療機関をがん診療連携拠点病院に指定す   

る理由として、単に人口が多いということだlナでなく、がん患者の通院圏域、   

がん診療連携拠点病院間の機能的役割分担、卵割こ？い   

て、醐こおいて十分な説明があることとする。  

○ また、都道府県は、拠点病院の運営が適切lこ行われるための体制を確保する   

よう努めることとする。  

L 
○ 都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県に1カ所整備することとされて   

いるが、都連府県がん診療連携拠点病院が2医療機関となることによる両医療   

紳こ数値目   

標を用いて吉己載されているなど十分な説明があることとする。  
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直垂∃  

がん診療連携拠点病院の指定推薦について   

匪享頭○県立胆沢病院、県立大船渡病院、県立久慈病院については、新入院がん  

患者数が1200人より少ない、相談件数が少ない。  

＞ 相談支援センターの実績について把握し、検証すること。  

直垂函 O「将来的には、県内の全拠点病院への常勤放射線医の配置を目指す」と  

いった記載があり、「年内」といった言い方をしていない。  

○なぜ都道府県拠点が2つないといけないのかについて、説明が不十分。  

＞ 更新に向けて新要件の充足を徹底すること。  

＞ 複数指定されたことによる相乗効果等について検証すること。  

匪重囲 ○秋田赤十字病院については、緩和ケア及び相談支援センターの評価が良  

くない。  

＞ 相談支援センターの実績について把握し、検証すること。  

匝重囲 ○川口市立医療センターについては、新入院がん患者数が1200人より少  

ない。  

○医療圏を大幅にオーバーしている。  

＞ 川口市立医療センターの診療実績について把握し、評価すること。  

＞ 既存の拠点病院との関係を整理し、更新申請に向け検証すること。  

平成22年度都道府県の指定推薦病院数 348（2次医療圏敬 348）  

総数385：新規推薦29、指定更新319、現況報告による指定継続37、現況報告のみで指定失効15  

参  考：平成21年度がん診療連携拠点病院数375（都道府県拠点（★）51地域拠点324）  

①空白の医療圏から新規推薦があり、2次医療圏（以下「医療圏」という）数を超える都道府県  

（がん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という）数の増加）巨頭   

晦 磐田市立総合病院（中東遠医療圏）を新規推薦8医療圏に対し11病院   

②空白の医療圏及び既指定の医療圏から新規推薦があり、医療圏数を埠える都道府県  

（拠点病院数の増加）巨頭   

師厚生連白河厚生総合病院（空白の県南医療圏が充足）を新規推薦  

いわき市立総合磐城共立病院（いわき医療圏内に2病院→3病院）を新規推薦  

7医療圏に対し9病院  

③既指定の医療圏から新規推薦があり、医療圏数を超える都道府県（拠点病院数の増加）画   

匪頭 大田原赤十字病院（県北医療圏が空白化）の指定失効  

上都賀総合病院（空白の県西医療圏が充足）を新規推薦  

足利赤十字病院（両毛医療圏内に1病院→2病院）を新規推薦 5医療圏に対し7病院   

匡頭 順天堂大学医学部附属順天堂医院（区中央部医療国内に4病院★→5病院）を新規推薦  

昭和大学病院（区南部医療国内に1病院→2病院）を新規推薦13医療圏に対い6病院  

11医療圏に対し15病院  

【∃頭 鈴鹿中央総合病院（北勢医療圏内に1病院→2病院）を新規推薦4厚埼寧に対し寧唾靡  

ヒ1  

匡垂函  県立尼崎病院（阪神南医療圏内に2病院→3病院）を新規推薦  

市立伊丹病院（阪神北医療圏内に1病院→2病院）を新規推薦10医療圏に対し16病院  

国 広島市立安佐市民病院（広島医療圏内に3病院★→4病院）を新規推薦  

独立行政法人国立病院機構（以下「（独）」という）福山医療センター  

（福山・府中医療圏内に1病院→2病院）を新規推薦 7医療圏に対し12病院  
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④既指定の医療圏から新規推薦があり、医療圏数を超えない都道府県  

（拠点病院数の増加）巨童画   

固（独）函館病院（南濃島医療圏内に1病院→2病院）を新規推薦  

21医療圏に対し21病院  

⑦医療圏数を超えるが、指定更新のみの都道府県（拠点病院数の増減をい巨享重囲  

山形県  4医療圏に対し6病院   岐阜県 5医療圏に対し7病院   

千葉県  9医療圏に対し13病院   京都府 6医療圏に対し9病院   

神奈川県11医療圏に対し12病院   鳥取県 3医療圏に対し5病院   

富山県  4医療圏に対し8病院   岡山県 5医療圏に対し7病院   

石川県  4医療圏に対し5病院   愛媛県 6医療圏に対し7病院   

福井県  4医療圏に対し5病院   福岡県13医療圏に対し15病院   

匝垂画  山梨厚生病院（狭東医療圏が空白化）の指定失効  

富士吉田市立病院（富士・東部医療圏が空白化）の指定失効  

市立甲府病院（中北医療圏内に2病院★→3病院）を新規推薦4医療圏に対し3病院  

滋賀医科大学医学部附属病院（大津医療圏内に1病院→2病院）を新規推薦  

7医療圏に対し6病院  

山口宇部医療センター（宇部・小野田医療圏に1病院★→2病院）を新規推薦  

8医療圏に対し8病院  

徳島市民病院（東部Ⅰ医療圏内に2病院→4病院）を新規推薦  

健康保険鳴門病院（東部Ⅰ医療圏内に2病院→4病院）を新規推薦  

徳島県立中央病院（県拠点→地域拠点）（東部Ⅰ医療圏）  

徳島大学病院（地域拠点→県拠点）（東部Ⅰ医療圏）6医療圏に対し5病院  

熊本中央病院（熊本医療圏内に5病院★→6病院）を新規推薦  

11医療圏に対し9病院  

大分市医師会立アルメイダ病院（中部医療圏内に3病院★→4病院）を新規推薦  

6医療圏に対し6病院  

⑧医療圏数を超えず、指定更新のみの都道府県（拠点病院数の増減ない 巨頭  

青森県 6医療圏に対し5病院   和歌山県7医療圏に対し6病院   

岩手県 9医療圏に対し9病院   香川県 5医療圏に対し5病院   

宮城県 7医療圏に対し7病院   高知県 4医療圏に対し3病院   

茨城県 9医療圏に対し8病院   長崎県 9医療圏に対し6病院   

長野県10医療圏に対し8病院   鹿児島県9医療露に対し7病院   

⑨平成22年3月末に指定の効力を失う拠点病院がある都道府県（拠点病院数の減少 麹   

陸頭 厚生連雄勝中央病院の指定失効（湯沢・雄勝医療圏は空白化）  

8医療圏に対し8病院   

匝麺画 利根中央病院、（独）沼田病院の指定失効（沼田医療圏は空白化）  

10医療圏に対し9病院   

蜃頭 行田総合病院の指定失効（利根医療圏は空白化）  

9医療圏に対し11病院   

医頭 国保中央病院の指定失効（空白化なし）  

軍医療圏に対し5病院  

匪重囲 益田赤十字病院の指定失効（益田医療圏は空白化）  

7医療圏に対し5病院  

直垂頭 県立日南病院、県立延岡病院の指定失効  

（宮崎県北がん医療圏、宮崎県南がん医療圏は空白化）  

4がん医療圏に対し3病院  

匝車重 北部地区医師会病院の指定失効（北部医療圏は空白化）  

5医療圏に対し3病院  

⑤ 医療圏数を超えており、入皆のある都道府県  

（拠点病院数の増減なし）巨頭  

医重囲  関西医科大学附属枚方病院（北河内医療圏に1病院→2病院）を新規推薦  

松下記念病院（北河内医療圏に1病院→2病院）を新規推薦  

大阪医療センター（大阪市医療圏内に5→5病院）を新規推薦  

高槻赤十字病院（三島医療圏内に2病院→1病院）の指定失効  

星ケ丘厚生年金病院（北河内医療圏に1病院→2病院）の指定失効  

府立急性期・総合医療センター（大阪市医療圏に5→5病院）の指定失効  

8医療圏に対し15病院  

⑥医療圏数を超えず、入れ替えのある都道府県  

（拠点病院数の増減なし）巨頭  

匝頭 佐賀県立病院好生餌（県拠点→地域拠点）、  

佐賀大学医学部付属病院（地域拠点→県拠点）5医療圏に対し4病院  
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下  県立新発田病院（しばたびょういん）  指定更新   平成20年2月8日  

佐渡  
新潟  ★新潟県立がんセンター新潟病院  指定更新   平成19年1月31日  

新潟市民病院   指定更新   平成18年8月24日   

指定更新  8  新潟大学医歯学総合病院   指定モ新   平成柑年1月318  

済生会新潟第二病院   新規推欄  
諷  

中越  新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央眉全病院   jニニ＝・言   平成18年8月24日  

長岡赤十字病院   指定更新   平成1さ年8月24日  

魚沼  
越   新潟県立中央病院   指定更新   平成柑年8月24日  

独立行政法人労働者飽應福祉機構新潟労災病院   指定更新   平成20年2月88   

愛知県（＝）  亀吉星   ★里知県がんセンター中央病囁   指定更新   平成19年1月31日  

独立行政法人国立病院槻欄名古屋医療センター   ∵敗定更新   平成20年2月8日  

名古屋大学医学部附属病院   指定更新   平成19塵1月31日  

社会保険中京病院   指定更新   平成19年1月31日  

新規推薦1  名古屋市立大学病院   指定更新   平成20年2月8日   

指定更新 14  名盲匿第一赤十字病院   指定更新   平成20年2月8日   

現況・継続  0   名古屋第二赤十字病院   指定更新   平成20年2月8日   

現況・失効  0  尾張中部 
増 減14→15   知多半島   

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院  指定更新  平成20年2月8日  
潟部（あま）    尾弓l繁帥   公立陶生病院   平成用年1月31日  指定更新  
尾弓轟西部   一宮市立市民病院   指定更新   平成19年1月31日  

藤8保促僻生大学病院   新規椎鷹  
尾張北部   平成20年2月8日  小牧市民病扁  指定更新  
西三河北部   愛知県厚生農薬協同組合迎合会豊田厚生病院   指定更新   平成柑年1月31日  
竜三河南凱   愛知県匠生牒集協同組合連合会安城更生病院   指定更斬   平成20年2月8日  
文王河北部   
東三河両部  登用市民病院  指定更鮎   平成20年2月8日  

三重県（4）   北勢   三笠県立総合医療センター  措定更新   平成20年2月8日   
鈴鹿中央総合病  新規推薦  

新規推薦  1   中勢伊賀  独立行政法人匿立病院機瀾三重中央医療センター  こ▲‾て三■－  平成之0年Z月8日   

指定更新   5  ★国立大学法人三重大学医学部附属病院   平成柑年1月31日   指定更新  
現況・継続0  南勢志摩  山田赤十字病院   指定更新  平成20年2月8日  

現況・失効0  三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院  指定更新  平成20年2月8日  

増減5→6  亜紀州  

神戸  独立行政法人国立病院拙横神戸医療センター  現況・継続  平成21年4月1日  

国立大学法人神戸大学医学部附属病院   ーニ≡二－        平成柑年†月31日  
神戸市立医療センター中央市民病院   指定更新  平成19年1月31日  

阪神雨  独立行政法人労働者健康福祉機機関西労災病院  指定更新  平成19年1月31日  
兵庫医科大掌病院  指定更願   平成20年2月8日   

指定更新 13  県立尼崎病院   新規推薦   
現況・総統 1   阪神北   公立学校共済場合近総中央病院   指定更新   平成19年1月31日   
現況・失効  0  市立伊丹鋼腕   新規推薦   
増 減14→16   鱒鱒磨   ★兵庫県立がんセンター   指定更新   平成柑年†月31日  

北播磨   西脇市立西脇病院   指定更新   平成20年2月8日  

中播磨  姫路赤十字病院   措定王新   平成19年1月31日  

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター   指定更新   平成19年1月31日  

学獲寧  赤穂市民病院   指定更新   平成19年1月318  

但馬   公立豊岡病院組合立豊岡病院   指定更新   平成19年1月31日  

兵庫県立柏原病院   指定更新   平成20年2月8日  

淡路   兵庫県立淡路病院   指定更新   平成用年1月31日   
広島県（7）  広島  ★広島大学病院  指定更新   平成18年8月24日  

県立広島病院  指定更新   平成柑年8月之4日  

広島市立広島市民病院  指定空新  平成18年8月24日  

広島赤十字・原爆病院  指定更新  平成用年8月24日  

広島市立安佐市民病院  新規推よ  
新規推薦2  広島県厚生農業協同組合迎合会廣島総合病院   指定更新   平成18年8月Z4日  

独立行政法人尿立病院磯爛呉医療センター  

独立行政法人盈立病院根株東広島医療センター   指定更新   平成18年8月24日  

広島県厚生農韮協同地合連合会尾道総合病院   指定モ斬  平成18年8月24日  
指定更新10  福山市民病院   指定更新   平成18年8月24日  

∴窪   －  新規穐1  
倫北   市立三次中央病院（みよしちゆうおうぴょういん）  指定更新   平成18年8月24日  

※網掛け部分は空自の匡t匿  ★：都道府県がん診療連携拠点病院  

（廣療蘭数）   2次医療圏   がん診療拠点病院   区分   前回の指定年月日   

静岡県（8）r  賀許 
■  埠琴蹟寧 

★静岡県立静岡がんセンター  指定更新   平成18年8月24日  
（すた）  順天堂大学医学部附属静岡病院  指定更新   平成19年1月31日  

新規推薦1 沼達市立病院   指定更新  
掌妻  
棚  静岡県立総合病院  指定更新   平成20年2月8已  

静間市立静岡病院   指定更新  平成19年1月31日   
指定更新 101           霊芝：芸芸言l                 ヰ 減10→11   志太榛原（しだはいばら）   藤枝市立総合病院   指定更新   平成19年1月31日   

中東速（ちゆう七うえん）   磐田市立総合病院   新規推薦  
西部   （社）聖詳福祉事業団総合病院聖隷三方原病院   指定更新   平成20年2月8日  

（社）聖紳福祉事業団総合病院聖練浜松病院   指定更新   平成20年2月8日  

県西部浜松医療センター  指定更新  平成19年1月31日  
浜松医科大学医学部附属病院  指定更新   平成19年1月31日   

福島県（7）  県北       ★福島県立医科大学附属病院  き‾：＝ ■′  」⊥竺旦塑旦聖L   
県中  財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院    指定更新   平成20年2月8日   

指定更新  平成20年2月88  

トー一軒血－－【一 
指定更新  平成19年1月31日   

院  新規推薦  
卦効 

7→ 

音 醐雲そう） 

輌    指定更新  
指定更新   平成20年2月8日   

市会鴻   
いわき  独立行政法人労働者健康紹祉機描福島労災病院  指定更新   平成28年2月8日  

いわき市立総合磐城共立病院  新規推瀧   

栃木県（5）   県東・央（けんとう・おう）  ★栃木県立がんセンター  

止・   …惟三・  平成19年1月31日  

折規推薦 ．2  平成19年†月31巳   栃木県済生会宇和宮病院   指定更新  
音走王新   5   鱒声   横協医科大掌病院   指定更新   平成19年1月31日   

象況・経線  0   県北   未申打率十雫■峡 寧野矢軌  平成†9年1月31白   
両毛  佐野厚生総合病院   指定更新   平成19年1月31日   

足利赤十字病院  新規推薦  
県西（けんさい）  上都賀総合加硫（かみつがそうごうぴょういん）  新規推薦   

東京都（13）  区中央部  ★東京都立駒込病院   指定更新   平成20年2月8日  

東京大学医学部鞘払病偏   指定モ新   平成祁年2月88  
邑本医科大学付属病院   指定更新   平成20年2月8日  

聖路加国粋病院   指定更新   平成20年2月8日  

晃況・失効 1                  一元6→7F   

】          斤規推鶉2  
欄天童大学医学部附属膿天堂医院  新規推薦  

モ況・鍵Iホ0  区凛北静 
亀況・失効0  鱒  ★財団法人癌研究会有明病院  指定更新   平成28年2月8日   

I 減14－16  区南部  NTT稟8本間兼病院  指定更新  平成20年2月8日   

昭和大学■院  ■－ニ・・  

区西南部  日本赤十字社医療センター   指定更新   平成之0年2月8日   

区西部  東京女子医科大学病院   指定更新   平成20年2月8日   

区西北部  日本大学医学部附属板橋病院   指定更新   平成ZO年Z月8日  

帝京大学医学部附属病院   平成20年2月8日  

年季庸   青檎市立総合病院   指定更新          指定更新  平成20年2月8日  

東京医劇大学八王子医療センター  指定更新 l  平成20年2月8日  

噂販西闊 
北多摩南部  日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院  指定更新   平成20年之月8日  

杏林大学医学部付属病院   指定更新   平成20年2月8日  
弛多卿叩  
為しよ 

－7－  

ヨ  



熊本県（＝）  熊本  雨渡島（みなみおしま）  熊本市立熊本市民病院  
熊本赤十字病院  
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター  
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院  
★国立大学法人熊本大学医学部附属病院  

現況■継続  
現況・継続  
新規推薦  

平成21年4月1日  

平成21年4月1日  

平成20年2月8日  

‘‘■■＋‾1  

平成20年2月8日  

平成20年2月8日  

平成20年2月8日  

平成18年8月24［】  

函館五稜郭病院 独立行政法人取立病院槻川面館病院  新規推薦 1 L  

指定更新  0  闇櫓山（みなみひやま）  

現況・総統 20 北濃島檜山（きたおしまひやま）  
i -- 仙「¶，－ 指定更新  

新規推薦  新規推属  1  

指定更新   日  
現況・継続  0  

現況・失効  0  

増 減 8→9   

㌣澗欄捌舎会桐中央鵬  現況・失効  O  札幌  ★独立行政法人国立病院機珊北海道がんセンター  現卦継続  平成Zl年4月1日  
宇墟（うき）   

鹿本【かもと）  

菊池  
阿蘇  

上益城（かみましき）  

増減20→2－   

院  

現況・継続  
現況・継続  
現況・総状  

平成21年4月1日  

平成21年4月1日  

平成21年4月1日  

KKR札幌医環センター 手稲渓仁会病院  

現況■継続  
現況・絶域  

平成之1年4月1B  

平成21年4月1巳  有明  儒尾市民病院  指定更新  
指定更新  

平成20年2月8日  

平成19年1月31日  北海道大学病院  平成21年4月1日  八代（やつしろ）  独立行政法人労伽舌根康福祉機構熊本労災病院  
札幌医科大学附属病院  芦北（あしきた）  

平成20年2月8日   

侃病院   
病院拙鳩大阪両区療センター   平成20年2月8日  

音槌債権祉機用大胚労災病院   

平成19年1月31日  

平成柑年1月31日  

【川－【′－¶－・・・u－－－－一 一一十】 ＋■＿】▼▼＿  
後志（しリベし）             雨空知（みなみそらち）  ▼¶’‾■“】‾■▲一－【 肌  

1中空知（なかそらち）  
北空知（きたそらち）  

西胆搬（にしいぶり）  

菓胆振（ひがしいぶり）  

日高  

（かう．Sこ） ‖  1】 ・十人・－－ 】 －－一一  

1 

平成21年4月1日   

上川北部  

臣   腎い，   
】  

幕谷  
総合病院北見赤十字病院  鱒準 H  L 諾芸‡∑，  

現況・絶続  平成21年4月1日  
十膳  JA北海道厚生連帯広厚生病院       釧路   市立釧路総合病院   現況・増続   平成21年4月1日  

釧路労災病院   現況・総統   平成21年4月1日   

根塞  
（ ★山梨県立中央病院   指定更新  平成18年8月24日  

山梨大学医学部附凧病院  指定更新  平成19年1月31日  

市立甲府■院  ■1」、＝≡・  

榔硝藤山鵬軒  聴許蕃軒一   画面頭巾桓沌   

増 減 4－3 富士・東部・北帆（ほくろく）  叩尽せ鷹保険暮士官田市立■峡   現況；共助  平成10年1月 
滋賀県（7）  大津赤十字病院   指定更新   平成20年2月8日  

∫銭賀医科大学区竿朝付間柄院   新規推薦   
，      新規推薦  1  湖南   ★滋賀県立成人病センター   平成21年4月1日  

指定更新  3 r  平成20年2月8日   
現況t継続  

現況・継続2  

現卦継続  大津                                       甲賀  公立甲賀病院   指定更新  彦相市立病院           ヒ    平成21年4月1日   市立長浜病院                    u    平成2。年2月8。1 Ⅶ■】l   
山口県（8） ⊇  岩皿   独立行政法人国立痍霹克機構岩国医療センター  指定更新  平成20年2月8日  

柳井（やない）   平成20年2月8日  

周雨（しゆうなん）   山口相生農業鯛舶齢会椚総合病院  
【指定更新  

平成20年2月8【］  

山川（ほうふ）≠蒜≡吉宗警諒  

事田   ★山口大学医学部附属病院  指定更新  平成19年1月31日  

芸卦芸効7一…臣  独立行政法人阻立病院槻榊山口宇部医環七ンター  
下関市立中央病院  指定更新   

長門（ながと）  

徳島県（6）  東部1   ★龍▲岬適中央■続   断線（れ一地撫I  平成18年8月封日   

傭島大学■鏡  斬規（蝿ヰーれ）  

新規推薦 Z十2 弓  榊Ⅱ  徳島市民病院  新規推薦   
咄蘭保検鳴門ホ院  新規稚膚  
徳島赤十字病院  指定更新   平成19年1月31B  



府‘6） 

）  独立行政法人国立病院側朋‖馴矧医療センター   指定更新   平成19年1月31日  

市立福知山市民病院   指定更新   平成19年1月31日  

新規。 
指定更新8 京軌乙脚（おとくに）  現況・継続   平成21年4月1日  

現況・継続1  ★京都府立医科大学附属病院   指定更新   平成18年8月24日   

現況・失効  0  社会権祉法人景観社会事業財団末節性病院   i＝ ＝二■∫   平成柑年り的1日   

増減9→9   京鱒季立病院   指定更覇   平成19年1月31日  

京都第一赤十字病院   指定更新   平成19年1月31日  

京都第二赤十字病院   指定更新   平成19年1月ユ1日  

独立行政法人国立病院機構京都医療センター   指定更新   平成19年1月31日  

，  

粟部   鳥取県立中央病院   指定更新   平成19年1月31日  

鳥取市立病院   指定更新   平成柑年1月31日  

中郡  鳥取県立厚生病偏   指定更新   平成20年2月8日  

西部  ★国立大学法人鳥取大学医学部附属病院   指定璽劇   平成20年2月8日  

独立行政法人国立病慌機構米子医療センター  平成20年2月8日  

県南東部   岡山済生会総金額院   指定更新   平成祁年2月8日  

総合病院岡山赤十字病院   ＝－ ＝＝▼」   平成20年2月8日  

独立行政法人国立病院機摘岡山医療センター   指定更新   平成20年2月8日  

口  ★国立大学法人岡山大学病院   指定王領  平成18年8月24白   
指定更新 7  真底  

県雨西部  財団法人倉敷中央病院   指定更新   平成20年Z月8日   
現況・継続 0            現況・失効  0  川崎医科大学附侃病院   指定更新   
増 減 7→7 二 庵建廟削たかはし・にいみ）  

J 兼山・英針あいだ）   （肘）越山慈風会油山中央病院   指定更新   平成20年2月8日   

愛娘県（8）  軍服  
新居浜・西条（さいじょう）   住友別子病院   指定更級   平成20年2月88   

今準  済生会今治病院   指定更新   平成19年1月31日   

新規推薦  0  松山  ★独立行政法人取立病院機構四匝がんセンター   指定更新   平成19年1月31日   

指定更新   7  愛は大学厘学部附属病院   指定更新   平成柑年1月11日   

現況・繰績  0  要媛県立中央病院   指定更新   平成19年1月31日   

現況▲失効  0  峰山赤十宰病鱒   指定更新   平成19年1即1旦   

増 減 7→7   八幡浜・大洲くやわたは詐・おおす）   

宇和島  市立宇和島病院   指定更新   平成20年2月8日   

福岡県（13） －   平成20年2月8日  
福間・糸島（いとしま）  － 

★九州大学病院  平成20年2月8日  

独立行政法人国立病院機構九州医療センター   指定更新   平成20年2月8日  

相同県済生会措岡総合病院   ＝ － エ＝・1   平成20年2月8日  

福岡大学病院   指定更新  平成ZO年2月8日  
新規性籠0  粕屋（かすや）  独立行政法人国立病院機構福岡束医療センター   指定更新   平成20年2月8日  

指定更新 15  帝像（むなかた）  平成20年2月8日   

平成20年2月8日  
平成之0年2月8日  

‥5→5  久留米大学病院   指定更劇  平成20年2月8日  

聖マリア病院   指定更鰯   平成20年2月8日   

八女（やめト筑後  有明  

公立八女総合病院   指定更新   平成20年2月8日  

大掌白市立総合病院   指定更新   平成20年2月8日   

衰  飯塚病院   指定更新   平成20年2月8日  

r  碇方（のおがたぃ鞍手  平成20年2月8日   
巴川  社会保険田川病院   指定更薪   平成20年2月8日   

北九州  北九州市立医療センター   指定更新   平成祁年2月8日  
九州厚生年金病院   指定更新  
産業医科大学病院   指定更新   平成20年Z貝8日  

京染（けいちく）  

千綿（9） 硝  ★千葉県がんセンター   指定更新   平成18年8月24【】  

≠莫大学医学部附属廟嘩   鱒定更鱒   平成20年2月8日   

±  

鱒立野鱒率人翠車病院鱒嬬モ筆写鱒センター   指定更新   平成20年2月8日   

新規推農O山武舶抽‘慮瞞⊥相川‖  

1 船橋市立医療センター   平成19年1月31日  
（とぶ）  ＝ ：ご■   平壌20年2月8日   

順天堂大学医学部附属鰯天望浦安病院   指定更新   平成20年2月8日   

♯ 減13－13   真鶴北部   東京慈恵会医科大学附属拍病院   指定更新   平成20年2月8日  

（とうかつほくぶ）  国保松戸市立病続   指定更新   平成20年2月8日  

印旛（いんば）   成日赤十字病院   指定更新  平成20年2月8日  

香取海匝くかとりかいそう）  総合璃椀騙保地中央病院  指定更新  平成20年2月88  

安房（あわ）   

現況・失効  0  

医療法人鉄蕉金亀田総合病院  指定更新   平成20年2月8E  

留保直営総合病院雇ほ中央病院   指定更新   平成20年2月8日  

衰廟   独立行政法人労伽専心瞳福祉槻積千葉労災病院   指定更新   平成20年2月8B   

沖棄川県（11）   横浜北部   独立行政法人労働警礎廠福祉機構横浜労災病院   ＝ 重 言：－   平成20年2月8日  

横浜西部  ★神奈川県立がんセンター   指定更新   平成19年1月31日  

獲浜市立市民病院   顔重要鱒   平成柑年8月24日  

横浜南部  公立大学法人横浜市立大学附属病院   二 ＝二i－■ ＝   平成19年1月31日  

川崎北部   聖マリアンナ医科大学病院   指定更新   平成柑年1月31日   

現況・継続 0   川崎市郎  山崎市立井田爛職   指定更新  平成18年8月24日  

横須賀・三浦  三ロ＝＝－丁  平成柑年8月24日   

増 濾12→12  湘南東部  藤沢市民病院   ＝ モ ＝＝・－   平成柑年1月31日   

東海大学医学部付属病院   措定更新  平成19年1月31日   
現況・失効 0  

相摸原   神奈川県厚生農業協同場合連合会相模原協同病院  指定更新  平成18年8月24日  
北里大学病院   指定更新   平成19年1月31日  

県西  小田原市立痛院   ニ ー ー  平成柑年8月24日   

書山県（4）   新川（にいかわ）   異型車琴鼻臥 ；：：▼   平成19年1鼻声1日  

独立行政法人労働者位牌福祉機湖宮山労災病院   指定更新   平成19年1月318   

新規椎慮   0   富山  平成18年8月24日   ★富山県立中央病院  指定更新  
指定里l斤   8  冨山市立富山市民病院   指定更新   平成柑年1月31日   

現況・繊幌  0  町立大学法人書山大学附属病院   ▲＝・二■■こ J   平成19年1月31日   

現況・失効  0  高岡  厚生連高岡病院   指定更新   平成19年1月318   

増 減 B→8  高岡市民病院   指定更新   平成19年1月31日  

砺波（となみ）  市立砺波総合病院   指定更新   平成用年1月31日   

石川将（4） 

新規推薦   0   石川中央   ★金沢大学医学部附属病偏   指定更新   平成19年1月31日   

拇定更新  5  独立行政法人国立病院機構金沢医療センター  指定更新  平成19年1月31日   
現況・織続  0  石川県立中央病院   指定更新  平成19年1月31日   
現況・失効  0    金沢医科大学病院   指定更新  平成19年1月31日   
増 減 5→5   雨加算  国民蝕庫保険小松市民病院   指定車鮪   平成19年1月31日   

碓井県（4）   福井・坂井  ★福井欄立病院   指定更新  平成柑年1月31日  
指定車斬   平成19年1月31日  

鮪規推薦  0  福井大学医学部附属病院         福井赤十字病院  二 ：二 7  ． 平成19年1月31日   
指定更新   5  福井県済生会病院   指定更新   平成19年1月31日   

現況・継続 0  呉越（おく阜？）  

現況・失効 0  丹箭（たんなん）  

t ▲ 5→5   積商（れいなん）   独立行政法人国立病院機構福井病院   指定更新   平成19年1月31日   

岐阜欄（5）   岐阜  岐阜県総合医療センター   指定更新   平成20年Z月8巳  

岐阜市民病院   指定更新   平成20年2月8日   

折規推薦   0  ★国立大学法人岐阜大学医学部附属病院   指定更新   平成用年8月24日   

竜走モ新  7  西濃（せいのう）  大垣市民病院   指定更新   平成20年之月8日   

寛況・姥続  0     中濃（ちゆうのう）  医療法人厚生会木沢記念病院   指定更新   平成20年2月8日   

寛況・失効  0  東濃（とうのう）  岐阜県立多治見病院   指定更新   平成20年2月8日   

l 減 7－→7  飛騨  練合病院高山赤十字病院   指定更新   平成20年2月8日   

1  
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岩手県（9）  

新規推薦   0  

岩手県立中央病院  
★岩手医科大学附属病院  
岩手県立中部病院  

高知県（4）  安芸  平成20年2月8日  

平成20年2月8日  

平成20年2月8日  

新規推薦   0  

指定更新  3  

現況・継続  0  

現況・失効  0  

増 減 3→3  

中央  

高幡にうばん）   

幡多（はた）  

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター  平成20年2月8日  

平成20年2月柑  高知赤十字病院  
★国立大学法人高知大学医学部附属病院  胆江けん‾う）  手県立胆沢病院  

現況・組織 3   両磐（りょうばん）  
現況・失効  0   Ilヨーl亡．X：▼71U  J】巳j⊥＼／二′U」フノ  岩手県立大船渡病院（おおふなとびょういん）   

増 減 9－9  蓋石  器芸芸芸芸芸還しい叩ひよついんノ  弓 芸笠諾    平成21年4月1日 平成20年2月8自  平成20年2月8日  
岩手県立久慈病院   現況・継続  平成21年4月1日  
岩手県立二戸病院   指定更新   平成19年1月31日  

宮城県（7）  と 軍声 トー三芸架設「一－【・   岩手県立宮 

r   

仙台  指定更新  平成18年8月248  
新規推薦0  ★国立大学革ネ東北大学病院   指定更新  平成18年8月24日  
指定更新7  独立行政法人国立鋼院磯績仙台医環センター   指定更新  平成1畠年8月24日  

現況・姥続0  独立行政法人労伽専心価福祉機構東北労災病院   
現況・失効0  

★宮城県立がんセンタ㌻                                指定更新   平成20年2月8日     】東北厚生年金病院 大崎市民病院   指定更新   】 平成20年2月8日   
増減7→7  大崎  

奥原  
登米（とめ）   

石巻   石巻赤十字病院   指定更新  
気仙沼  

茨城県（9）  ，★茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター  

水戸 ，日立  輌  
†；；；：；；：；≡  

†  

指定更新                 トー  

新規推薦  0  常陸太田・ひたちなか   
指定更新  8【  廊行（ろっこう）  

現況・絶続  0  き   土浦   院   

1  

指定更新F平成20年2月8日  

っくば  欄茨城県他郷んセンター  

1  

現況・失効 0 増減8→白  F   ‖  
1 十生 ；筑芸二慧：：憲；三宝，讐竺竺軍二三＝ 

▼¶‖1－－一－－－－－  
指定史斬平成19年1郎1日  

】  
Ⅶ 1一▲・・－．＿＿ 

【茨城西南医療センター病院  指定更新  平成19年1月31日   
長野県（10） 佐久  長野県厚生嵐藁共同組合連合会佐久総合病院  

上小（じようしよう）   

I 1販見方  諏訪赤十字病院  ト：器十…≡≡：‡≡…   
新規推薦0  伊那中央病院  

指定更新7 現況・繰続1 現況・失効0 増減 

■  

8→8   

‖  
北（たいぽく） 鹿野 

長野赤十字病院  長野市民病院  
北借  

和歌山県（フ）   和歌山   8本赤十字社和歌山医療センター  指定更新   平成28年2月8日  

★和歌山県立医科大草附属病偏  指定更新   平成19年1月31日   

公立那賀痛快  平成20年2月8日  

新規性薦  0   橋本  用木市民病院  指定更新  平成柑年1月31日  
有田  

御坊（ごぼう）   

田辺   社会保険紀南病院  指定更新  平成18年8月24日  
独立行政法人国立病院機構雨和歌山医横センM定更新  指定更新                                           平成柑年8月4日  

新宮（しんぐう）   

★香川大学医学部附屑病院  現況・継続  平成21年4月1日  

香川県立中央病院  指定更新   平成20年2月8日  

高松赤十字病院  指定更新   平成19年1月31日  

中川（ちゆうさん）  独立行政法人労働者側康福祉機構香川労災病院  指定更新  
三1（みとよ）  三豊総合病院  小量（しようす） 高松  

大川  

指定更新   平成20年2月8日  

平成18年8月24日  

長崎   長崎市立市民病院   

琴卑  
上五島（かみごとう）   

佐世保   
森 

現況・失効 0  県央  指定更新  平成20年2月8巳    ヰ長崎大学病院  指定更新  平成19年1月318         日本赤十字社長崎原傾病院  指定更新  平成20年2月8日            佐世保市立総合病院  指定更新  平成20年2月  

増減6→6  音域（いき）   

冊壬）   

長崎県島原病院   指定更新   平成柑年1月31日   
鹿児島県（9）   鹿児島   ★国立大学法人鹿児島大学病院   指定更新   平成用年8月24日  

．独畢行政法人甲立病院搬構鹿児島医療センター   指定更新   平成18年8月24日   
鹿児島県立磋両病院   指定更新  

平成20年2月8日  

肝属（きもつき）  県民根価プラザ鹿屋医療センター  新規推薦 0 指定更新 7   n  商権（なんさつ）     指定更新  平成19年1月31日    川紘（せんさつ） 出水（いずみ） ▲  社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院（せんだいびょうい    ＼  ．上⊥        上⊥  ヮ℃        曽於′（そお）  ワt  指定更新  平成20年2月8日     熊毛（く封プ）  
奄美   鹿児島県立大島病院   ト 指定更新   平成19年1月31日  

大館・鹿角（かづの）   現況・棲絨   平成21年4月1日  
北秋田   

岩．合 合会    ムハム  胃  
指定更新6  秋田周辺  秋田県厚生脱臭協同組合迎合会秋田組合総合病院   現況・継械   平成21年4月1日  

現況・檀紙2  

現況・失効1】  

増減9→8  指定更新   平成19年1月31日  

指定更新   平成20年2月8日  1蒜云、」  秋田県厚生劇薬協同細合連合会由利縮合総合病院   

L  

指定更新   平成柑年1月31日   

大仙（だいせん卜仙北   秋田県厚生脱某協同租合理合会仙北組合総合病院  指定更劇  平成19年1月318  

横手   秋田県庁生息薬協同組合迎合金平鹿総合病院   指定更新   平成19年1月31日  

湯沢・雄膳（おがち）  秋甲県厚生よ真也間組全速台車雄鱒ヰ如帖   現酢失効 ヰ成如和知白 

群馬県（10）  前橋  平成18年8月24日   

渋川  独立行政法人国立病院機珊西群馬病院   
★国立大学法人群馬大学医学部附属病院  指定更新    新規推薦 0    ”  高崎・安中（あんなか）  前橋赤十字病院  指定更新  平成20年2月8日    独立行政法人国立病院機構高崎病院  指定更新  平成19年1月31日  指定更新   9              指定更新  平成20年2月8日  現況牒棟 0       鱒鱒   公立藤岡総合病院  指定更新  平成19年1月31E】   

指定更新   平成19年1月318  

無毒  ：㌻三・遷捜鮎  藤池旛姓   
環寧．嶺譲軒■ナt：   

現況・失効 2 増減11→9  富岡 音要（あがつま） 沼田  公立富岡総合病院        悪霊怒諾意馳悪賢料 指定更新   平成用年8月24日   
桐生  桐生厚生総合病院  指定更新   平成19年1月31E】  

群馬県立がんセンター   指定更新   平成20年2月柑  



独立行政法人国立病院機械埼玉病院   
埼玉医科大学罪障医療センター   

…■■ 
★昏立大学法人島根大学医学部附属病院  
島樟県立中央病院   

一
 
▼
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匡二重司  

国立がんセンターの独立行政法人化によるがん診療連携拠点病院としての  

取扱について  

Ⅰ 現 状  

1．がん対策基本法における国立がんセンターの位置づけについて  

平成19年4月より施行された「がん対策基本法」（平成18年6月23日付け法   

律第98号）第15条2項において、国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切な   

がん医療が提供されるよう、国立がんセンター、前項の医療機関その他の医療機関等   

の間における連携協力体制の痙備を図るために必要な施策を講ずるものとすると定   

めており、平成19年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」において、塁   

立がんセンターは、我が国のがん対策の中核的機関であり、拠点病院への技術支援や   

情報発信を行うなど、我が国全体のがん医療の向上を牽引していくことと位置づけて   

いるところ。  

2．国立がんセンターのがん診療連携拠点病院の指定について  

国立がんセンター中央病院及び東病院は、「がん診療連携拠点病院の整備について」   

（平成20年3月1日付け健発第0301001号厚生労働省健康局長通知。）に規   

定するとおり、がん診療連携拠点病院とみなし、特に他のがん診療連携拠点病院のへ   

の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その   

他の医療従事者の育成等の役割担うものとしているところ。  

3．国立がんセンターの業務実績について  

従来、国立がんセンターにおいては、院内がん登録や相談支援業務等の技術的支援、   

がん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者への各種   

研修、全国から集約されたデータを分析し情報を発信する等について実施していると   

ころ。  

Ⅱ 今後の取扱について  

国立がんセンター（中央病院、東病院等）は、平成22年度から独立行政法人化さ   

れることとなっている。しかしながら、これまでの業務実績を勘案し、従来どおり我   

が国のがん対策の中核的機関としての役割を継続して担うこととする。  
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第6回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会  

参考資料  

参考資料1 がん診療連携拠点病院の整備について（平成20年3月1日付け  

健発第0301001号厚生労働省健康局長通知）  

・・… … … 1  

参考資料2 がん診療連携拠点病院の指定更新等に向けた留意事項について  

（平成21年6月22日付け厚生労働省健康局総務課がん対策推進  

室事務連絡）  

… …・・・ ・12  

参考資料3 平成22年度がん診療連携拠点病院の指定推薦書の記載方法及び  

指定要件についてのQ＆A（平成21年10月14日付け厚生労働  

省健康局総務課がん対策推進室事務連絡）  

…・・・・－・・ 19  

参考資料4 各都道府県におけるがん対策予算の執行状況等について（第11  

回がん対策推進協議会 資料5－3）  

・・…・－・・ － 28   



奉亨軍き亘＿三  

健発第0301001号  
平成 2 0 年 3 月1日  

各都道府県知事 殿  

厚生労働省健康局長  

がん診療連携拠点病院の整備について   

我が国のがん対策については、がん対策基本法（平成18年法律第98号）及び同  

法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」（平成19年6月15日閣議決定。以下  

「基本計画」という。）により、総合的かつ計画的に推進しているところである。   

がん診療連携拠点病院については、全国どこでも質の高いがん医療を提供すること  

ができるよう、がん医療の均てん化を戦略目標とする「第3次対がん10か年給合戦  

略」等に基づき、その整備を進めてきたところであるが、基本計画において、更なる  

機能強化に向けた検討を進めていく等とされていることから、「がん診療連携拠点病  

院の指定に関する検討会」を開催し、指定要件の見直し等について検討を進めてきた  

ところである。   

今般、この検討会からの提言を踏まえ、「がん診療連携拠点病院の整備に関する指  

針」（以下「指針」という。）を別添のとおり定めたので通知する。   

ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分了知の上、がん患者がその  

居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けるこ  

とができるよう、がん診療連携拠点病院の推薦につき特段の配慮をお願いする。   

また、指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので留意さ  

れたい。   

おって、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成18年2月1日付け健発  

第0201004号厚生労働省健康局長通知）は、平成20年3月31日限り廃止する。  

－1－   



がん診療連携拠点病院の整備に関する指針  

Ⅰ がん診療連携拠点病院の指定について  

1 がん診療連携拠点病院（都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携  

拠点病院をいう。以下同じ。）は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医療機  

関について、第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が  

適当と静めるものを指定するものとする。   

2 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも  

に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者  

に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県がん診療連携拠点病院にあ  

っては、都道府県に1カ所、地域がん診療連携拠点痛院にあっては、2次医療圏  

（都道府県がん診療連携拠点病院が整備されている2次医療圏を除く。）に1カ  

所整備するものとする。ただし、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及び  

がん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には、  

この限りでないものとする。なお、この場合には、がん対策基本法（平成18年  

法律第98号）第11条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性  

にも留意すること。   

3 国立がんセンター中央病院及び東病院は、この指針で定めるがん診療連携拠点  

病院とみなし、特に、他のがん診療連携拠点病院への診療に関する支援及びがん  

医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成等の  

役割を担うものとする。   

4 厚生労働大臣は、がん診療連携拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めると  

きは、その指定を取り消すことができるものとする。  

町 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について  

1 診療体制   

（1）診療機能  

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供  

ア 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをい  

う。以下同じ。）その他各医療機関が専門とするがんについて、手術、放  

射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケア  

（以下「集学的治療等」という。）を提供する体制を有するとともに、各  

学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療（以下「標準的治療」とい  

う。）等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。  

イ 我が国に多いがんについて、クリティカルパス（検査及び治療等を含め  

た詳細な診療計画表をいう。）を整備すること。  
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ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャン  

サーボード（手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技  

能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状  

態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレ  

ンスをいう。以下同じ。）を設置し、定期的に開催すること。  

② 化学療法の提供体制   

ア 急変時等の緊急時に（3）の②のイに規定する外来化学療法室において  

化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること。   

イ 化学療法のレジメン（治療内容をいう。）を審査し、組織的に管理する  

委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じて、キャンサー  

ボードと連携協力すること。  

③ 緩和ケアの提供体制   

ア （2）の①のりに規定する医師及び（2）の（∋のウに規定する看護師等  

を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチームを組織上明  

確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケアを提供すること。   

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。   

ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が  

参加する症状緩和に係るカンファレンスを週1回程度開催すること。   

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受けら  

れる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。   

オ かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定する緩  

和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要  

な説明及び指導を行うこと。   

カ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地域の  

医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。  

④ 病痛連携・病診連携の協力体制   

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。また、が  

ん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。   

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線療法又は化学療法に  

関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関する連  

携協力体制を整備すること。   

り 我が国に多いがんについて、地域連携クリティカルパス（がん診療連携   

拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表  

及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体  

系化した表をいう。以下同じ。）を整備すること。   

エ ウに規定する地域連携クリティカルパスを活用するなど、地域の医療機   

関等と協力し、必要に応じて、退院時に当該がん患者に関する共同の診療  

計画の作成等を行うこと。  
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⑤ セカンドオピニオンの提示体制  

我が国に多いがんについて、手術、放射線療法又は化学療法に携わる専門  

的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン（診断及び治療法  

について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。以下  

同じ。）を提示する体制を有すること。  

（2）診療従事者   

（D 専門的な知識及び技能を有する医師の配置  

ア 専任（当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合におい  

て、「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、そ  

の他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就業時  

間の少なくとも5割以上、当該療法に従事している必要があるものとす  

る。以下同じ。）の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医  

師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤  

であること。また、専従（当該療法の実施日において、当該療法に専ら従  

事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、  

その就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事していることをい  

う。以下同じ。）であることが望ましい。  

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上  

配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であること。  

また、専従であることが望ましい。  

ウ （1）の③のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に  

携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。な  

お、当該医師については、原則として常勤であること。また、専従である  

ことが望ましい。  

（1）の③のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる  

専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。なお、当該  

医師については、専任であることが望ましい。また、常勤であることが望  

ましい。  

エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該医師  

については、原則として常勤であること。   

② 専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの配置  

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置するこ  

と。  

専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画  

補助作業等に携わる常勤の技術者等を1人以上配置すること。  

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を  

1人以上配置すること。  

（3）の②のイに規定する外来化学療法室に、専任の化学療法に携わる  
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専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること。な  

お、当該看護師については、専従であることが望ましい。  

ウ （1）の③のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる  

専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること。  

（1）の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心  

理に携わる者をそれぞれ1人以上配置することが望ましい。  

エ 細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置することが望ましい。  

③ その他  

ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診療  

科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点から、各診療科  

を包含する居室等を設置することが望ましい。  

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携  

わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定期的  

に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備するこ  

と。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線療法・化学療法の治療件  

数（放射線療法・化学療法については、入院・外来ごとに評価することが  

望ましい。）、紹介されたがん患者数その他診療連携の実績、論文の発表  

実績、研修会・日常診療等を通じた指導実績、研修会・学会等への参加実  

績等を参考とすること。  

（3）医療施設   

（∋ 年間入院がん患者数  

年間入院がん患者数（1年間に入院したがん患者の延べ人数をいう。）が  

1200人以上であることが望ましい。   

② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置  

ア 放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニア  

ックなど、体外照射を行うための機器であること。  

イ 外来化学療法室を設置すること。  

ウ 集中治療室を設置することが望ましい。  

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。  

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設ける  

ことが望ましい。   

③ 敷地内禁煙等  

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。  

2 研修の実施体制  

（1）原則として、別途定める「プログラム」に準拠した当該2次医療圏において   

がん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施  

すること。  

（2）（1）のほか、原則として、当該2次医療圏においてがん医療に携わる医師  
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等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお、  

当該研修については、実地での研修を行うなど、その内容を工夫するように努  

めること。  

（3）診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカン  

ファレンスを毎年定期的に開催すること。  

3 情報の収集提供体制  

（1）相談支援センター  

①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門（以下「相談支援セン  

ター」という。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差し支えない  

が、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名称を用い  

ることが望ましい。）を設置し、当該部門において、アからキまでに掲げる業  

務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援センターによる相談支援  

を受けられる旨の掲示をするなど、相談支援センターについて積極的に広報す  

ること。   

① 国立がんセンターがん対策情報センター（以下「がん対策情報センター」  

という。）による研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれ  

ぞれ1人以上配置すること。  

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族  

並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備するこ  

と。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体  

制の構築に積極的に取り組むこと。  

＜相談支援センターの業務＞   

ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に  

関する一般的な情報の提供   

イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・  

経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供   

ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介   

エ がん患者の療養上の相談   

オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の  

事例に関する，情報の収集、提供   

カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談   

キ その他相談支援に関すること  

（2）院内がん登録   

① 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施す  

ること。   

② がん対策情報センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務を  
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担う者を1人以上配置すること。   

③ 毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情報提供する  

こと‘。   

④ 院内がん登録を活用することにより、当該都道府県が行う地域がん登録事  

業に積極的に協力すること。  

（3）その他   

① 我が国に多いがん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有  

し、及び標準的治療等を提供している場合は、そのがんの種類等を広報する  

こと〔〕   

② 臨床研究等を行っている場合は、次に掲げる事項を実施すること。  

ア 進行中の臨床研究（治験を除く。以下同じ。）の概要及び過去の臨床研  

究の成果を広報すること。  

イ 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報  

することが望ましい。  

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について  

医療法第4条の2（昭和23年法律第205号）に基づく特定機能病院を地域が   

ん診療連携拠点病院として指定する場合には、Ⅱの地域がん診療連携拠点病院の指   

定要件に加え、次の要件を満たすこと。  

1組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行う機能を有  

する部門（以下「放射線療法部門」という。）及び組織上明確に位置付けられた  

複数種類のがんに対し化学療法を行う機能を有する部門（以下「化学療法部門」  

という。）をそれぞれ設置し、当該部門の長として、専任の放射線療法又は化学  

療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師をそれぞれ配置するこ  

と。なお、当該医師については、専従であることが望ましい。   

2 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等に対し、高度のがん医  

療に関する研修を実施することが望ましい。   

3 他のがん診療連携拠点病院へ診療支援を行う医師の派遣に積極的に取り組むこ  

と。  

叩 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について  

都道府県がん診療連携拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及   

びがん診療の連携協力体制の構築に関し中心的な役割を担い、Ⅱの地域がん診療連   

携拠点痛院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。ただし、特定機能痛院を都   

道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合には、Ⅲの特定機能病院を地域が   

ん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に加え、次の要件（1を除く。）   

を満たすこと。  

1 放射線療法部門及び化学療法部門をそれぞれ設置し、当該部門の長として、専  
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任の放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師   

をそれぞれ配置すること。なお、当該医師については、専従であることが望まし   

い。  

2 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師・   

薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。  

3 地域がん診療連携拠点病院等に対し、情報提供、症例相談及び診療支援を行う   

こと。  

4 都道府県がん診療連携協議会を設置し、当該協議会は、次に掲げる事項を行う   

こと。  

（1）当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体制その  

他のがん医療に関する情報交換を行うこと。  

（2）当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析、評価等を行うこと。  

（3）がんの種類ごとに、当該都道府県においてセカンドオピニオンを提示する体  

制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成・共有し、広報  

すること。  

（4）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院への診療支援を行う医師の派遣  

に係る調整を行うこと。  

（5）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成している地域連携クリテ  

ィカルパスの一覧を作成・共有すること。また、我が国に多いがん以外のがん  

について、地域連携クリティカルパスを整備することが望ましい。  

（6）Ⅱの2の（1）に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が実施  

するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修その他各種研修  

に関する計画を作成すること。  

Ⅴ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日  

について  

1 既にがん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて  

（1）「がん診療連携拠点痛院の整備について」（平成18年2月1日付け健発第   

0201004号厚生労働省健康局長通知）の別添「がん診療連携拠点病院の整備に  

関する指針」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関   

（以下「既指定病院」という。）にあっては、平成22年3月末までの間に限  

り、この指針で定めるがん診療連携拠点病院として指定を受けているものとみ  

なす。  

（2）都道府県は、既指定病院を平成22年4月1日以降も引き続きがん診療連携   

拠点病院として推薦する場合には、推薦意見書を添付の上、平成21年10月   

末までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。  

（3）Ⅰの1及び2、ⅡからⅣまで並びに3の（2）及び（3）の規定は、既指定   

病院の指定の更新について準用する。  
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2 指定の推薦手続等について  

（1）都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、推薦意見書を添付の  

上、毎年10月末までに、別途定める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提  

出すること。また、地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病  

院として指定の推薦をし直す場合又は都道府県がん診療連携拠点病院を地域が  

ん診療連携拠点病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。  

（2）がん診療連携拠点病院は、都道府県を経由し、毎年10月末までに、別途定  

める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。  

3 指定の更新の推薦手続等について  

（1）Ⅰの1の指定は、4年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ  

って、その効力を失う。  

（2）（1）の更新の推薦があった場合において、（1）の期間（以下「指定の有  

効期間」という。）の満了の日までにその推薦に対する指定の更新がされない  

ときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更新がされるま  

での間は、なおその効力を有する（Ⅰの1に規定する第三者によって構成され  

る検討会の意見を踏まえ、指定の更新がされないときを除く。）。  

（3）（2）の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間  

は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

（4）都道府県は、（1）の更新の推薦に当たっては、推薦意見書を添付の上、指  

定の有効期間の満了する目の前年の10月末までに、別途定める「指定更新推  

薦書」を厚生労働大臣に提出すること。  

（5）lの1及び2並．びにⅡからⅣまでの規定は、（1）の指定の更新について準  

用する。  

4 指針の見直しについて  

健康局長は、がん対策基本法第9条第8項において準用する同条第3項の規定   

によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合   

には、この指針を見直すことができるものとする。  

5 施行期日  

この指針は、平成20年4月1日から施行する。ただし、Ⅱの3の（1）の①   

及びⅡの3の（2）の②については、平成22年4月1日から施行する。また、   

Ⅱの1の（1）の④のりについては、平成24年4月1日から施行する。  

－9－   



がん診療連携拠点病院の整備に関する指針  

（定義の抜粋）  

1 我が国に多いが  

肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをいう。  

2 クリティカルパス  

検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。  

3 キャンサーボー   

手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その  

他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換  

・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。  

4 レジメ  

治療内容をいう。  

5 地域連携クリティカルパス   

がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療  

計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体系  

化した表をいう。  

6 セカンドオピニオ   

診断及び治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見を  

いう。  

7 専イ   

当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合において、「専ら担当  

している」とは、担当者となっていればよいものとし、その他診療を兼任していて  

も差し支えないものとする。ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該療  

法に従事している必要があるものとする。  

8 専   

当該療法の実施日において、当該療法に専ら従事していることをいう。この場合  

において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該  

療法に従事していることをいう。  
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9 年間入院がん患者萎  

1年間に入院したがん患者の延べ人数をいう。  

10 放射線療法部門   

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行う機能を有す  

る部門をいう。  

11化学療法部門   

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し化学療法を行う機能を有する  

部門をいう。  
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問6冒門別些   

事  務  連  絡  

平成21年6月22日  

各都道府県がん診療連携拠点病院担当課 御中  

厚生労働省健康局総務課   

がん 対 策 推進室  

がん診療連携拠点病院の指定更新等に向けた留意事項について  

「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成18年2月1日付け健発第02 

04号厚生労働省健康局長通知。以下「旧指針」という。）に基づき、平成19年度まで  

にがん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という。）の指定を受けていた医療機関につ  

いては、平成21年度末までの間に限り、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成  

20年3月1日付け健発第0301001号厚生労働省健康局長通知。以下「新指針」と  

いう。）に規定する拠点病院として指定を受けているものとみなしているところですが、  

平成22年度以降も引き続き指定を希望する場合は、平成21年lO月末までに、新指 針  

に規定する所定の要件を充足した上で、指定に係る更新申請を行う必要があります。   

つきましては、別紙のとおり、新指針に基づく更新等に向けた留意事項を取りまとめま  

したので、本年10月末までに、新指針に基づき適切に更新等の手続きを行っていただく  

ようお願い致します。  

照会先：健康局総務課がん対策推進室  

鴨田、添島 

TEL O3－3595－2185 FAX O3－3595－2169  

mail：soejima－SatOmi＠mhJw．go．jp  
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（別 紙）  

【総論】  

1．新指針に定めるとおり、都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県に1カ所、地   

域がん診療連携拠点病院は、2次医療圏（都道府県がん診療連携拠点病院が整備され   

ている2次医療圏を除く。）に1カ所整備するものとする。ただし書き（「ただし、当   

該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確で   

ある場合には、この限りでないものとする。」）は、1つの2次医療圏に複数の医療機   

関が拠点病院として指定される可能性を積極的に認める規定ではない。   

なお、2次医療圏数を超える数の医療機関が拠点病院に指定されることとなる場合   

については、  

（D 2次医療圏数を超える数の医療機関が拠点病院に指定されることによる、当該医   

療圏や都道府県のがん診療体制における相乗効果が、都道府県の推薦意見書に数値  

目標などを用い記載されていること、  

② 2次医療圏数を超える数の医療機関を拠点病院に指定する理由として、単に人口   

が多いということだけでなく、がん患者の通院圏域、拠点病院の機能的役割分担、   

隣接する医療圏との関係等について、都道府県において説明があること、  

③ 都道府県は、拠点病院の運営が適切に行われるための体制を確保するよう努める  

こと、   

が必須である。  

2．2次医療圏数を超えて拠点病院の推薦を行う場合には、都道府県内におけるがん診   

療体制及び各拠点病院の役割等について再整理するとともに、その検討結果を都道府   

県の推薦意見書に記載すること。  

3．拠点病院の推薦に当たっては、過去の「がん診療連携拠点病院の指定に関する検討   

会」の資料及び議事録を参考にすること（検討会のHPのURL→http：／／www．nhlw．   

go．jp／shingi／other．html＃gansinryo）。  

4．新規推薦及び指定更新については、推薦締切の10月31日の‡時点で新要件を充足   

している必要があり、例えば、平成21年度内に充足すればよいものではない。  

5．例年、申請締め切り日の10月31日を過ぎてからの提出や調整が生じるケースが   

見られるが、新規指定及び更新業務を円滑に行うため、10月31日までに当室との   

調整等を終えていただくよう御願いする。  
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※以下、「Ⅱの1の（1）の①のア」といった記号は、新指針における項目を指す。  

【診療体制】  

1．Ⅱの1の（1）の①のア、イ、Ⅱの1の（1）の④のり、Ⅱの1の（1）の⑤につ  

いがんすべてについて整備されていることをもって、要件充足と  いては、我が国に多  

なる。  

【緩和ケアの提供体制】   

1．Ⅱの1の（1）の③のアに規定する「組織上明確に位置付ける」とは、具体的には、   

院内規定の制定、院内組織図等による明示等の方法であっても差し支えない。  

2．Ⅱの1の（1）の③のイに規定する「外来において専門的な緩和ケアを提供できる   

体制」とは、医師による全人的な緩和ケアを含めた専門的な緩和ケアを提供する定期   

的な外来であり、療病のみに対応する外来や診療する曜日等が定まっていない外来な   

どは含まない。また、外来診療日については、外来診療表等に明示し、患者の外来受   

診や地域の医療機関の紹介を円滑に行うことができるよう配慮すること。  

【診療従事者】  

1．「専従」及び「専任」とは、当該医療機関における当該診療従事者が、「専従」につ   

いては「8割以上」、「専任」については「5割以上」、当該業務に従事している者を   

いう。  

※「専従」が必琴要件となっている診療従事者  

病理診断に携わる医師、診療放射線技師、緩和ケアチームにおいて緩和ケアに携わる看護   

師  

※「専任」が必須要件となっている診療従事者  

放射線療法に携わる医師、化学療法に携わる医師、緩和ケアチームにおいて身体症状の緩   

和に携わる医師、放射線治療機器の精度管理等に携わる技術者、化学療法に携わる薬剤師、   

外来化学療法室において化学療法に携わる看護師  

2．「常勤」とは、当該医療機関が定める1週間の就業時間のすべてを勤務している者   

をいう。ただし、当該医療機関が定める就業時間が32時間に満たない場合は、常勤   

とみなさない。   

kr常勤」が必須事件となっている診療従事者  

診療放射線技師、放射線治療機器の精度管理等に携わる技術者、化学療法に携わる薬剤師、  
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外来化学療法室において化学療法に携わる看護師、緩和ケアチームにおいて緩和ケアに携わ   

る看護師  

※常勤の定義   

「医療法第21条の規定に基づく人員の算出に当たっての取扱い等について」（平成10   

年6月26日付け健政発第777号・医薬発第574号、厚生省健康政策局長・医薬安全局   

長連名通知）の別添「常勤医師等の取扱いについて」の3（2）「病院で定めた医師の1週   

間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、   

その他は非常勤医師として常勤換算する」（他の従業者について本規定準用）との規定に基   

づいている。  

3．「専門的な知識及び技能を有する」とは、必ずしも特定の研修の受講や専門医資格   

の保有等を必須要件とするものではない。  

【医療施設】  

1．Ⅱの1の（3）の②アに定める「放射線治療機器」とは、リニアック、マイクロト   

ロン又はサイバーナイフ（体幹部及び頭頸部への照射が可能なものに限る。）をいう。   

リニアックについては、平成21年10月末までに設置されていることが必要であ   

るが、やむを得ず設置が間に合わない場合、平成21年10月末日までに一定の設置   

に係る行為（業者との契約等）が行われており、かつ、平成22年3月末日までに設   

置が完了する場合においては、当室あて相談されたい。  

2．Ⅱの1の（3）の③に定める「敷地内禁煙の実施等」とは、たばこ対策について積   
極的に何らかの取組を行うにあたっての例として示したものであり、敷地内禁煙の実   

施を必須要件とするものではない。  

【研修】  

1．Ⅱの2の（1）に定める「プログラム」とは、「がん診療に携わる医師に対する緩   

和ケア研修会の開催指針について」（平成20年4月1日付け健発第0401016   

号厚生労働省健康局長通知）の別添1を指すものであり、当該プログラムに基づく研  

修が、平原叫こ、少なくとも1回以上開催されている必要がある。   

また、平成21年10月末以降については、毎年定期的に実施し、その実施状況に   

ついて現況報告において報告すること。  

2．Ⅱの2の（1）に定める「早期診断及び緩和ケア等に関する研修」とは、少なくと   

も「早期診断」及び「緩和ケア」について、それぞれ実施することが必須である。  
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【相談支援】  

1．相談支援センターの相談員は、平成21年10月末日までに、国立がんセンターが   

実施する「相談支援センター相談員基礎研修（1）」及び「同（2）」を修了している   

とともに、うち1名については「相談支援センター相談員基礎研修（3）」を修了し   

ている必要がある。このため、平成21年10月末日までに、当該職員に研修会を受   

講させること。  

2．相談支援センターの業務として掲げているⅡの3の（1）のアからキの業務は、そ   

のすべてについて実施されていることが必須である。  

3．相談支援センターにおける相談件数の数え方について、標準的な方法を下記のとお   

りお示しするので、今回の申請以降は本方法にて相談件数を数えるようお願いする。  

※相談件数把握の目的  

相談支援センターの相談件数は、その活動状況を把握するための指標として、一日ごとの利用   

者数を把握することにある。  

なお、相談支援センターの相談件数とは、相談支接センターに所属している者が、相談支援セ  

ンターの業務として、相談者に対応した件数である。  

（1）対象   

①相談支援センターに問い合わせのあった相談をすべて対象とする。   

②相談者の件数をカウントする。   

③問い合わせには、1）患者本人、2）家族・親戚、3）友人・知人、4）一般市  

民、5）医療関係者等のいずれの場合も含まれる。  

（2）カウントの方法   

①同日に同一相談者が、相吉炎支援センターを複数利用した場合には、その度に1件  

とカウントする。   

■ － t ■ － ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ● ■ ■ ■ － － － ■ ■ － ■ ■■ ■■ ■ － ■■ － － ■ ■ 一 一 － － ■ － ■ ■■ － ■ ■ ■ ■■■ － 一 一 ■ ■■ － － ■ ■ － ■l■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■■ ■ ■ ■ ■■ll■l■■ ● 一 ■  

l ・例1） l  複数の相談者（患者と娘）が、一緒に相談支援センターを利用した場合‥・1件  

：： ：例2）複数の相談者（患者と娘）が、ある日の午前中に、一緒に相談支援センターを利用し、その日の午後：  
I l  

3時に、再度患者と娘で相談支援センターを利用した場合…2件  
I l  

：例3）複数の相談者（患者と娘）が、ある日の午前中に、一緒に相談支援センターを利用し、その日の午後：  
I l  

3時に、娘だけ再度、相談支援センターを利用した場合・・・2件  
I l  

：例4）複数の相談者（患者と娘）が、ある日の午前中に、一緒に相談支援センターを利用し、その次の日に；  

再度患者と娘で相談支援センターを利用した場合・・・2件  
l一■■■■■一■■●一■■－■－■■■■■●■●－●－■－一一■●■■■－－一一■■■■●■■■t■■■一－■■－－■●■■■■一●■●■■●■■■－－－■l  

②相言炎支援センターが相談を受けて、その対応のために、各部署や他機関等に問い  

合わせをする場合には、相談支援センターの相談件数のカウントに含まない。  

－16－  
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③窓口で相談員や事務担当者、ボランティア等が振り分け業務をしている場合につ   

いては、カウントしない。  

【院内がん登録】  

1．3の（2）の①に定める「標準登録様式」とは、「がん診療連携拠点病院で実施す   

る院内がん登録における必須項目の標準登録様式について」（平成18年3月31日   

付け健習発第0331001号厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知）（※）   

に定める様式である。   

（※）最終改正：「がん診療連携拠点病院で実施する院内がん登録における必須項目  

の標準登録様式に係る改正等について」（平成18年9月7日付け健総発第0  

907001号厚生労働省健康局総務課長通知）（以下「改正版」という。）  

2．がん登録実務者については、国立がんセンターが実施する「院内がん登録初級者研   

修」を修了している必要がある。このため、平成21年10月末日までに、当該職員   

に研修会を修了させること。  

なお、当該研修修了者は、専任（当該実務者の当該業務への就業時間が5割以上で   

あること）である必要がある。  

3．院内がん登録のがん対策情報センターヘの情報提供については、「改正版」又はそ   

れに準拠する国立がんセンターにおいて提示されている「標準登録様式2006年度   

修正版」の様式を用い、平成19年症例を平成21年3月に提出していること。ただ   

し、提出できなかった場合は、提出できなかった具体的理由について記載した理由書   

及び別途定める様式による調査票を提出する必要がある（様式及び提出期限について   

は別途連絡）。また、予後調査の実施状況についても情報提供することが望ましい。   

なお、平成20年2月8日及び平成21年4月1日指定の拠点病院について、平成  

19年は院内がん登録を行っておらず、同年症例が提出できない場合については、そ   

の旨を回答する必要がある（様式及び提出期限については別途連絡）。  

【特定機能病院について】  

1．放射線治療部門及び化学療法部門の長は、それぞれ専任かつ常勤の医師であること。  

【都道府県がん診療連携拠点病院について】  

1．放射線治療部門及び化学療法部門の長は、それぞれ専任かつ常勤の医師であること。  
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【施行期日について】  

1．Ⅱの3の（1）の①「がん対策情報センターによる研修を受講した専従及び専任の  

相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上配置すること」及びⅡの3の（2）の②「が   

ん対策情報センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務を担う者を1人   

以上配置すること」については、平成22年4月1日から施行することとしているの   

で、平成21年10月末の申請時までに充足する必要がある。  

2．Ⅱの1の（1）の④のり「我が国に多いがんについて、地域連携クリテイカルパス   

を整備すること」については、平成24年4月1日から施行することとしているので、   

平成23年10月末の申請時までに充足する必要がある。  

【その他】  

1．今般の新型インフルエンザの発生に伴い、急速な患者数の増加が見られ、重症化の   

防止に重点を置くべき地域及び感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に   

努めるべき地域の拠点病院については、当該地域において集会等の自粛が行われてい   

る等の事情により、新指針の2の（1）から（3）に定める各種研修会の開催が困難   

となった場合は、当該事情の詳細な説明の上、開催を予定していた研修会の開催要綱   

及び今後の開催計画を提出することにより、緩和措置を講じる可能性があるので、当   

室あて相談されたい。  

2．その他、新規及び更新申請について、新型インフルエンザの発生に伴い特段の支障   

が生じる場合は、早めに当室あて相談されたい。  

－18－  
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医車重亘司  

事  務  連  絡  

平成21年10月14日  

各都道府県がん診療連携拠点病院担当課 御中  

厚生労働省健康局総務課   

が ん．対 策 推進室  

平成22年度がん診療連携拠点病院の指定推薦書の  

記載方法及び指定要件についてのQ＆A  

「平成22年度がん診療連携拠点病院の指定の推薦手続等について」（平成21年9月1日付  

健総発0901第1号）に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を希望する場合は、平成21  

年10月末までに、推薦書を紙媒体及び電子媒体（CD－R）で提出いただくことをお願いして  

いるところです。各都道府県のご担当者様より寄せられました、推薦書の記載方法及び指  

定要件についての質問に対する回答を、【別添1】及び【別添2】のQ＆A集に取りまと  

めて回答いたします。推薦手続きにあたり、ご参考にしていただきますようお願いいたし  

ます。  
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【別添1】  

がん診療連携拠点病院 新規指定・指定更新推薦書一現況報告書記載方法Q＆A集  

番号   箇所   質問   回答   
表紙   表紙のページ数の入力ができません。   ロック解除してください。   

ロックの解除を行い入力してみましたが、表紙シートの貢が上手く入力で  
きません。具体的には、  
・r連絡先」の頁に「1」が入力できない。  

2   表紙     ・1項目に複数のページがある場合、頁欄に「1～5」のような形での入力  

ができない。  
複数ページの場合は、先頭のページのみを記載してください。   

逆に複数のページになる場合の入力の仕方がありましたらご教示下さ  
い。   
様式4の冒頭に「平成21年9月1日時点について記載」と示されていま  様式4の冒頭に記載しているとおり、r平成21年9月1日時点に  

すが、6月22日付の事務連絡では、指定要件は、「10月31日の時点で  ついて記載」いただきますようお願いします。  
新要件を充足している必要があり」と記載されており、事務連絡の趣旨と  ただし、指定要件に関連する項目で、平成21年9月1日時点で  

3  様式4                    矛盾するように思います。   未整備であって10月31日までに整備・実施されることとなってい  
様式4を記載するうえでは、あくまで平成21年9月1日時点の記載という  る事項についてはその旨がん対策推進室にご一報の上、10月3  

ことでしようか。   1日時点について記載してください。   
記載上の留意事項についての4に「様式4について～必ず0を記入する  

4  様式4   こと」とありますが、「様式4については、結果的に網かけのあるところ以外  
は、空欄がない状になる。」という解釈でよろしいでしょうか？   

1／12  

【別添1】  

様式4について、特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指  
定する場合の指定について本県では、特定機能病院が都道府県拠点病  
院となっております。  
その場合の記載事項についてご教示ください。がん診療連携拠点病院  

の整備に関する指針によると「Ⅳ都道府県がん診療連携拠点病院の指  
定要件について」によれば『Ⅱの地域がん診療連鷹拠点病院の指定要件  
に加え、次の要件を満たすこと。ただし、特定機能病院を都道府県がん診  
療連携拠点病院として指定する場合には、Ⅲの特定機能病院を地域がん  
診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に加え、次の要件を満  様式4の特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指  

5  様式4                たすこと。』とありますので、Ⅲの特定機能病院を地域がん診療連携拠点  定する場合の指定についての部分も含めすべてについての記載    としての満たのるで 
病院指定する場合指定要件をすを確認す意味、様式  が必要となります。ただし、別紙34、35は1回の記載で構いませ  
4の特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指  
定についての部分及び、別紙34－36の記載が必要なのではないかと考  
えます。  
昨年度の現況報告では、様式4の特定機能病院を地域がん診療連携拠  

点病院として指定する場合の指定についての部分の葛己我がなく、別紙34  
－36のみ記載されています。今回の申言割こあたっては、様式4の特定機  
能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定について  
の部分も含めすべてについての記載が必要との理解でよろししヽでしよう  
か。   
様式4「1（1）診療機能（訓ヒ学療法の提供体制診療従事者」の項日  

について、アとぅの違いは、どのように書き分けたらよいでしょうか。アは  ②化学療法の提供体制  
専従または専任医師数、り専従医師数となっていますが、専従医師は  
再掲（内訳）でいいのでしょうか。  
同様に、「④緩和ケア体制診療従事者」について下記の速いについ   

6  様式4  ウ 専従医師数は再掲  
Ⅰア、りの違い   キ 専任または専従医師数は再掲  
Ⅱオ、キ、ケの違い   ケ 専従医師数は再掲  
Ⅲセ、ソの違い   ソ 専従薬剤師敢は再掲   

様式4「1の（1）②化学療法の提供体制の診療従事者のキ」について  
「外来化学療法室における＝・・看護師数」とありますが、別紙7に記載し ている常勤の専任及び師数のうち外来化学療法室の看師数  

7  様式4    専従者績護 を記載するということでよろしいですか 
。それとも、別紙7に記載している常  

勤の書任及び吉従看護師数をそのまま記載するのでしようか。   

2／12   
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【別添1】  

様式4「1．診療休制（1）診療機能②化学療法の提供体制機能  
ス．レジメン内容について外部から監査を受けている」とありますが、この  

8  様式4    『外部』という言葉が意味しているのは、例えばどんな組織なのでしようか。  
院外の誰かに監査を受けるイメージでしようか。   

様式4「1．診療体制（1）診療機能⑤病理診断ク病理診断の結  
果等について、患者本人や家族等が希望すれば病理担当医から直接説  

9  様式4    明を受けることができる休制が整っている」について、規程やマニュアル等  規程やマニュアル等が整備されている必要はありません。体制    が必要でしょうか 
。それとも、院内周知されていればよいのでしようか。患  

者本人や家族等にもその旨積極的に周知していなければならないのです  
か。   

様式43．病院概要について  
病院概要に関しては、昨年度と変化がない部分も多く、貼り付けをしたい  

のですが、パスワードが表示されて貼付できないとの声があります。   昨年度と変化のない部分もありますが、中には項目の変更等も  
10  様式4          セルの結合の関係で、単純に貼付できないということでしょうか。  ありますので、確認しながら入力していただくよう、お願いします。   

病院名入力の関係のメールから推察すると（修正版）ファイルが最終版  
で、これに文字を貼り付ける等の作業をして入力を進めるという理解でよ  
ろしいでしょうか。  

皿  様式4  様式4「3情報提供体制（1）相談支援センター⑤」およぴ「（2）院内が ん登録②」の「責任」には「専従」も含めてよいでしようか 

。   

様式4「3（1）⑤の「がん情報センター」による研修終了者」について、2  

名が（1）（2）（3）の研修を終了しており、（1）（2）までの修了者がいない  （1）（2）の修了者数には、（1）（2）（3）の修了者も含めて記載し  
12  様式4    場合は、様式4の表では（1）（2）が0でも上記の2名でA要件はケノアーさ い 

れてる。との解釈でよろしいでしようか。  
またその場合は、（1）（2）の修了の欄が0でよろしいでしょうか。  

3／12  

【別添1】  

様式4「3（2）院内がん登録の⑤」について、「診療情報管理部門のス  
タッフ敢Jを記載するとのことですが、当院では院内がん登録部門と診療 情理門が別に存在しており純粋に診療情報管理部門の人数を記  
報管部 のスフがません 

載してしまうとがん登録部門タッ数反映され。つきまして は 
、この箇所の記載方法について、  

様式4       ①がん登録部門の人数のみを記載   
思われるが、がん登録部門が独立している場合は、がん登録都  

13  
門と診療情報管理書叩，の総数とする）  

③診療情報管理側門の人数を記載  別紙30については、院内がん登録業務に携わっている全ての  
スタッフ（診療録管理部門及び院内がん登録部門のスタッフ）を  

れば幸いです。  
また別紙30についても同様に記載方法をご教示のほどよろしくお願い  記載してください。  

いたします。   

様式4「3．（3）その他の②の「イ 参加中の治験について、その対象で  「イ 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び  
14  様式4          あるがんの種類及び薬剤名等を広報することが望ましい。」   薬剤名等を広報することが望ましい。」については、1～5の回答  

の回答棚（はい・いいえ）がありません。   と重複するため、単独での回答は不要です。   

15  様式4  様式4「3．（8）．②X繰CT装置の台数」については別紙1の放射線治療 計画書用CTの台数もカウントしてよいですか。  カウントしないでください。   
様式4「3．（9）③診療報酬にかかる施設基準等」につきまして、昨年度  

の記載上の留意事項のQ＆AQ6において（あり、なし）の回答について  
16  様式4    は、「件数と同様に、6月・7月時点での（あり・なし）で回答いただきたい」と  

記載されておりますが、これは、6月・7月の件数が0件であれば、施設基  
準の届出はしていても「なし」と回答するという解釈でよろしいですか。   
様式4「3（9）診療報酬に係る施設基準等③診療報酬に係る施設基  

17  様式4   準等」の「高エネルギー放射線治療の施設基準」は（MOOO）ではなく、（M  
001）でよろしいでしようか。   
様式4r3．（10）総職員数（事務職員を含む）」には非常勤職員は含まれ  

るのでしょうか。どのパターンに該当するか教えてください。  
18  様式4    1．常勤のみ  1＿の「常勤のみ」で、非常勤は該当しません。   

2．非常勤も含む総人数  
3．非常勤を32時間で換算した非常勤に常勤を加えたもの  

4／12   
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【別添1】  

様式413．（10）職員数②医師等の専門性に関する資格名に該当する  
人数」について追加で5つしか盲己入できないとの質問がありましたが、当該  
医療機関の昨年度の現況報告をみると脳卒中学会脳卒中専門医、心撮  

19  様式4     外科専門医、胸部外科専門医、神経内科専門医、臨床検査専門医、糖尿 病専門医 
、循環器専門医等が記載されています。  がんに関連が深いものから5種類までに限り記載してください。   

他の医療機関では、がんに関係するもののみ2つほど追加されていると  
いう場合が複数ありました。がんに関係するものを中心に5つまで記載し  
ていただくとのことでよろしいでしようか。  

様式4「3（10）職員数③その他の社団法人日本看護協会認定の専門  
看護師・認定看護師」の所で、プルタブメニューから専門看護師・認定看護  がん診療に携わる医療従事者のみの資格状況を確認するもの  

定看護師を記入する場合、どうすればよいのでしようか。   20  様式4      です。    師を選べるようになっていますが、プルタブメニュー以外の専Fl看護師・認      プルタブメニューで選択出来ない資格については、記入する必  
プルタブメニュー以外の専門看護師・認定看護師は記入する必要はない  

のでしょうか。   

様式4「3．（12）患者数・診療件数の状況①患者数等一年間外来患  

21   
様式4   者延数（平成20年1月～12月）」について、がん患者が複数の診療科を受  受診した診療科でがん病名が付いていない場合はカウントしな    診している場合で 

、受診した診療科でがん病名が付いていない場合は、力  
ウン卜するのでしょうか。   
様式4「3（12）①患者数等年間外来がん患者延数」  

22  様式4   について、入院している患者が他科を外来で受診した場合は人数にカウ ン卜してよいでしようか 

。   

様式4「3（12）患者数・診療件数の状況②麻酔及び手術等の状況、  来年度以降は、姑息的手術も件数に含めていただきたいです  
23  様式4        ア悪性腫瘍手術総数Jについて、姑息的手術は除外してよろしいでしよう  が、今年度は含めても含めなくても結構です。摘出術、切除術以  

か。   外の処置や姑息的術を含む場合は、r赤字」で記載してください。   

来年度以降は、摘出術、切除術以外の処置も件数に含めてい  
様式4「3．（12）患者数・診療件数の状況②麻酔及び手術等の状況  

24  様式4   （平成21年6月～7月）、ア悪性腫瘍手術総数」については、摘出術、 のか 
切除術以外の処置も件数に含むでしよう。  載してください。   
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様式4「3．病院概要（12）患者数・診療件数の状況僅）がんに係る薬  
25  様式4   物療法ア化学療法のべ患者数」について、当該期間中に1人の患者が  4回の治療が1レジメンとなっている場合は1回と、1回毎に独    同 

一レジメンで4回入退院を繰り返した場合、入院患者数としてはrl人jと  
「4人1のどちらになるのでしようか。   
様式4「3．（12）患者数・診療件数の状況③放射線治療  
患者実数（平成21年6月～7月間に放射線治療が開始された患者実人  

数（新患＋再患））の記載方法ですが、下記のような場合どのように記載す  
2¢  様式4     ればよいでしょうか。  例のような場合は「2人」と記載してください。   

例：平成21年6月に新患として肺がん（原発）で放射線治療を受け．同7  
月に脳に転移で再度放射繰治療を受けた場合，肺がんの欄に2人と記載  
して良いか。  
様式4「3．（12）．③放射線治療イ照射回数」について、肺がん他5大  

27  様式4   がんについてのものですが、例えば、肺がんであれば、肺への照射のみ カントればよいのか 
ウす、原発巣の他に転移部位への照射回数もカウント  

すればよいのか、ご教授ください。   

様式4「3．（12）③放射線治療の照射人数及び回数の記載」について、  エ事開始前直近の2か月の実績を記載してください。その場  

28  様式4        当該施設においてリニアックの更新工事のため平成21年6月－7月の間  合、様式4（機能別）放射線療法 オ測定機関名その他の場合の    に治療実績がない場合、直近の任意の2か月の実績を記載してよろしい  欄（H列53行）に「リニアックエ事のため、X月－Y月実績」と記載し  
でしようか。   てください。   

様式4「3病院概要（12）患者数・診射牛数の状況③放射線治療ア  
29  様式4   患者実数」について、肺・胃・肝・大腸・乳がん患者のみの積算ではなく、 のののでか 

全がん放射線治療実績を記入するしよう。  
この場合下段の各がんの内訳と一致しませんがよろしいでしようか。   

様式4「3（12）患者数t診療件数の状況④がんに係る薬物療法（平成  
21年6月－7月）イ化学療法のべ処方日数」において、一日に複数の薬  
剤を投与した場合、  

30  様式4     ・それぞれの薬剤についてカウントするのか  何種類の薬剤を投与しても、一日は一件と敢えてください。   
（一日に3種の薬剤なら3件、というように）  

・何種類の薬剤を投与しても、一日は一件と数えるのか  
どちらでしょうか。  

様式4「3（12）患者数・診療件数の状況④がんに係る薬物療法」の  
ア薬物療法ののべ患者数  薬物療法に内服は含めないでください。   

31  様式4  イ薬物療法ののぺ処方日数  
について、薬物療法とは注射、内服の両方を意味しますか。  
また内服の場合、院外処方されたものも含みますか。  
様式4（全般事項）における認定看護師の記載につきまして、既に吉己載さ  

32  様式4   れているもの以外（例：透析看護認定看護師等）については、記入の必要  
はないということでよろしいでしょうか。   
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様式4「4．がん診療連携拠点病院の指定要件等（1）診療機能②化学  
療法の提供休制診療従事者ア化学療法に携わる専門的な知識及び  
技能を有する専従または専任医師数」について、昨年度の現況報告をみ  
ると県内の拠点病院においても、0－2人程度の医療機関が5、そのほか  
は65人、42人と記載されています。実質的に、このような差があるとは思  
えません。  
支援委員会でも問題にはなったようですが、近隣県に聞いても明確な基  
準は示すことができず、結局、「専門的な知識及び技能を有する」というの  

33  様式4          は病院の判断となっています。   専任とするには、就業時間の少なくとも5割以上、がんの化学  
質問のあった医療機関では、5年以上化学療法に関わったら専門医とし  

て計上しているようです。専従、専任についての説明はしましたが、以下  
の質問のようになっています。なんらかの基準を示すことができればと思  
います。ご教示ください。  
＜病院からの質問文＞  
指定について病院長が判断した5年以上と定めていますが、全て兼任で  

はなく、専任だと考えます。毎日、化学療法があれば、その体制が取れま  
す。その関係から、各関係する診療科の医師は、専任と考えます。ご教示  
をお願いします。   
別紙3診療機能の6，7，8行目についても保護がかかって入力できま  

34  別紙3   せん。保護の解除は表紙のみとのことですが、どのように対応したらよろし  
いですか   
別紙3「口腔がん・上顎がん・下顎がん」について「上顎がん」と「下顎が  ICD－10の項目では、左記のがんの区分はできません。  

ん」の区分方法をご教示ください。   ICD－10の区分については、以下を参照のこと。  
35  別紙3              できれば、ICDコードをご提示いただけると、誤解がなくて大変助かりま  http：／／ww．dis．h．u－tOkyo．ac．jp／byomei／ICDlO／COO－  

D48．html    す亡   
36  別紙3   昨年度斜線となっていたのは、「左記の治療に対応する専門  

なお、昨年度の様式では、斜線になっていました。   医」の欄であり、担当診療科は昨年と同様です。   
別紙3診療機能（専門分野等）血液腫瘍の治療内容中の放射線療  

37  別紙3   法について、小線源療法がありますが、全身照射の誤りではないでしよう  
か？   

38  別紙4  別紙4院内クリテイカルパスについて、平成21年6～7月の適応数が0  平成21年6～7月の適応数を0件として、整備されている院内    件であっても、整備しているパスがあれば、記載してよろしいでしょうか。  クリテイカルパスの名称を記載してください。   
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別紙4院内ケノティパスカルについて、電子カルテバスシステムでは別  

39  別紙4   冊で添付することが難しい状況にあります。当院の現状ではオーバー ビュー及びアルゴリズムのみ出力が可能です。出力可能なものを添付す  
る対応でよろしいでしょうか。   

40  別紙4  別紙4電子カルテにてケノテイカルパスを管理している場合、添付ファイ ルのとおり画面のハードコピーを添付することででよろしいでしょうか。  画面のハードコピーをお願いします。   
41  別紙5  別紙51キャンサーボードの開催実績」について、6～7月に実積 がない  

そもそも、キャンサーボードとは手術、放射線療法及び化学療  
法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、その他の専門  

別紙5の記入例のようながん種ごとのカンファレンスのほかに、院内全て  
を総括するキャンサーボードを昨年立ち上げ、2ケ月に1回開催しているの  

います。  

42  別紙5    ですが、様式4の「院内でひとつのみ」の選択肢はこのようなケースの場合 に選択するのでしようか。  
内総括カンファレンスも含めて別紙5にご記載ください。そのキヤ  

またその場合、別紙5にはキャンサーボードのみ記載し、乳がんカンフア レンスなどは記載しないのでしょうか。  
ク」において「院内でひとつのみ」をご回答いただきますが、他の  
がん種のキャンサーボードがある場合には「すべての臓器領域ご  
とj又は「一部の臓器領域のみ」をお選びいただくことになります。   

43   別紙5  別紙5「キャンサーボードの休制および開催実績」の「キャンサーポー ド」「がん種」欄のセル設定が折り返し表示ではないのですがこれについて  

は設定を変更してよいでしようか。   

別紙7、11、 16、17、27、  別紙7、11、16、17、27、31、38等のシートについて、書く件数が多く て書き切れず、シートが保護されていて行を増やすこともできません。  
44       行が足りない場合、どのように対応させていただければよいのでしょう  

か。   

別紙7、8、14、15の対象領域の経験年数は、他院での勤務状況の詳  

45  別紙7、8、 14、15   細は把握できないため、当院における経験年数のみの記載でよいでしよう か。  すべての経験年数を記載してください。   

46  別紙7、19  別紙7「化学療法」および別紙19「SO体制」について、専門性（専門 医等資格）の欄には、指導医も記載可能ですか。  指導医も記載可能です。   
8／12   
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「別紙9、10、12について紙媒休のみを提出」とありますが、これは紙媒  
体のものに内容を記載したものを提出し、電子媒体には記載をしないもの  これは紙媒体のものに内容を記載したものを提出し、電子媒休  

47  別紙9、10、12         を提出するということでしょうか。  には記載をしないものを提出してください。   
この場合、項数が違ってきますがいかがでしようか。  
別紙9、10、12について、これらだけ紙媒体「のみ」提出と  

されておりますが、病院側からは、印刷やページカウントの都合  
上、エクセルの各シートに園を貼り付けたりして電子データで提出  別紙9、10、12について、紙媒体以外の媒体も併せて提出い  
できるのであれば、そのままエクセルのファイルで提出を受ける予  

48  別紙9、10、12           定です。  

当然、他の別紙同様、紙媒体でも提出いたしますが、このような  
エクセルファイルの形で提出するのは問題ないかご教示ください。  

なお、昨年度までは問題ありませんでした。   

別紙11緩和ケアチームの症例ですが、診療終了日を7月までとするの  6月～7月の間に診療依頼がされたものを盲己載してください。  
か、診療依頼日を7月までとするのか、どちらでしようか。診療終了日が  8月以降継続された場合は、8月以降の診療確認日を記載して  

49  別紙11              8月、継続中の場合は書く必要がないのでしょうか。（もし継続中でも記載  
対象となる場合は、「継続中」と診療終7日に入れることができない。）   

別紙11において、診療依頼日と診療終了日がともに6月1日である症例  

50  別紙11   があるのですが、終了日の6月1日が入力できません。「ユーザー設定に よって、セルに入力できる値が制限される」というメッセージが出るのです  
がどのようにすればよいでしようか。   

51  別紙13  別紙13「相談者の職種」はe－mail相談についてではなく、当該担当窓 ロ全体の相談員の職種を記載するという認識でよろしいでしょうか。  当該担当窓口全体の相談員の職種を記載してください。   
52  別紙13  別紙13緩和ケアの電話相吉剰こ関する記載で、「予約の要否」「予約方 法、連絡先」について、電話相談についての予約の必要の有無という意味  

でしょうか。   
緩和ケアチームにおいて常勤の専従看護師が必須条件となっており、別  

53  別紙14   紙14にその専門性を記入することとなっているが、資格はないが、実務 経験が豊富で、事実上専門的な知識及び技能を有する者を記載する場  

合、「専門医等資格」を空欄としてよろしいですか。   
別紙15について、歯科医師も記入してよいですか（昨年度はよいという  

54  別紙15   ことでした）。記入してよい場合は、ロック解除のパスワードのご連絡後に いこでいですか 
職種の欄を修正するとうとよろし。   
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別紙15「病理」について、病理科部ではなく検査部の部長が、病理診  就業時間の少なくとも8割以上、病理診断に従事している場合  
55  別紙15        断に従事する時間が7割の場合、専任とするのですか。それとも、検査部  は専従、5割以上8割未満の場合は、専任、5割未満の場合は兼  

長を兼ねているため兼任とするがよいのでしようか。   任としてください。   

別紙16紹介・受入件数について、がん患者も含む全体の件数でよろし  
56  別紙16   いでしょうか。  がん患者に関してのみ、6－7月の実績を記載してください。   

また、ここに記載する医療機関名は6－7月の実績でしようか。  
別紙16「地域の医療機朋への診療支援や病病連携・病診連携の体 のついて 

57  別紙16   制」表に単なる紹介・逆紹介を行うだけの施設については吉己載不  
婁と考えてよろしいですか。   
別紙16「地域の医療機関への診療支援や病病連携・病診連携の体  

制」の表で、21年鹿様式より追加された6－7月の紹介・逆紹介件数につ  
いて質問です。  
上記紹介・逆紹介件数については、7月の地域連携・ネットワーク調査と  

同様、がんと確定診噺をくだされた患者を母数として集計をしますが、がん  
確定診断を下され、院内カミん登録により登録された患者のデータについ  
ては、21年3月が直近データとなっており、6～7月分については順次登  6－7月データがない場合は、その旨明記の上記載してください。  

58  別紙16              録予定となっております。  一律公表する予定です。   
上記のような状況にあるため、様式4（12）患者数・診療件数の状況中、  

新入院患者数の（）内のただし書きにあるように、「平成20年度の任意の  
2ケ月」という区分で記入してもよいでしようか。今年度より追加された当該  
調査項目の集計・公表の仕方（一律公表か加エして公表か）や意味合い  
等も、できましたら合わせてご教示ください。  

59  別紙16  別紙16について診療連携の内容の例示として、在宅診療とありますが、 他に、どのような舌己載例がありますか。  実際の連携内容を記載してください。   
別紙16「病病連携・病診連携の体制」について  

①がん患者も含む全体の件数でよろしいでしようか。   ①がん患者に関するものに取って記載してください。  
60  別紙16         ②今年度新たに上段の紹介数と受入数が追加されていますが、上段の内  ②「平成21年6月から7月」に連携実績があった医療機瀾を記載し  

容にかかわらず、下段は従来どおり連携している医療機関名と連携内容  
を記入でよろしいでしょうか。   
別紙17は、別紙23、24のように4月から8月以外の実績を配入する欄  4月から8月の実績を記載してください。  

がありませんが、期間外の実績を記入することはできないのでしょうか。  該当期間に実績がない場合は、参考として期間外の実績を紀  
61  別紙17              また、別紙17は、別紙23の研修会や別紙24のカンファレンスに該当す  載してください。  

るようなものではなく、診療依煉の手続に関する説明会などを記載するも  カンファレンスに該当するようなものではなく、診療依頼の手続  
のでしょうか。   に する説明会などを記載するものです。   
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別紙19「セカンドオピニオンを提示する体制jについて  
①左から2番目の「H20年1月から12月の治療実績」とは、セカンドオピニ オンから治療にいたった実績の有無でしょうか 

62  別紙19    。それとも単に「セカンドオ ピニオン提示実績」の有無でしようか。  
②例えば自責診療のみとか、この申請書でのセカンドオピニオンの定義が  

あれば敢えてください。   
を記載してください。   

別紙19「セカンドオピニオンを提示する休制において」の専門医資格に  
ついて、わが国に多いがんについては「1診療科につき関連するもの1つ  

63  別紙19    まで」となっており、わが国に多いがん以外のがんについては「1人につ  

き、関連するもの3つまで」となっております。  
内森が異なるのですが、この定義のまま記載するのでしようか。   
別紙19について、5大がんに関しては、専門医等資格に関して1診療科  優先順位をつけるのが難しい場合にあっても、1診療科につき  

64  別紙19        こつき1つまでとなっていますが、複数の場合、優先順位をつけるのが難  もっとも代表的と思われる専門医等資格を1つに限定して記載し  
しくどのように記載すればよろしいでしょうか。   てください。   

「セカンドオピニオン」の実績ではなく、治療の実績について記  
入してださい。  

別紙19について、平成20年1月から12月の治療実績の有無を○×で 記入する欄がありますが 

＄5  別紙19   、ここで言う治療実績とは、当該病院における  
「セカンドオピニオン」の実績でよろしいでしょうか。  

あるもののセカンドオピニオンに対応していない場合については  
「面談を行う医師の所属診療科」の所を空欄としてください。   

66  別紙21  別紙21は、別紙28の患者団体への会場の提供の形で、語り合う場を設 定しているような場合は対象となるのでしようか。  対象としてください。   
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別紙23、24の研修等の実施状況について、  
①「4月～8月の実績を記入すること」等と期間を指定していると  

①平成21年4月～8月の実績を記入することとなっていますが、例年2、  

3月に開催するものはやはり書けないのでしょうか。  
②下段に設けられた期間外の開催について記入できる欄に平成  

②下段に期間外の開催について記入できる欄が設けてありますが、平  20年11月以降、平成21年9月1日までの実績を記載してくださ  
67  別紙23、24      成21年4月～8月に実績がな〈、それ以外の期間で実施している場合と  

は、3月以前でどれくらいの期間まで記入してよろしいのでしょうか。  に開催を予定している（または実施した）場合には、その旨がん  
また、10月以降で予定している場合も、予定として記入してよろしいで  

しょうか。  
してください。なお、11月以降に開催を予定している研修の記載  
は必要ありません。   

別紙26「相談支援センター」の中で、相談先e－mailが入りません。（実  2行下の「予約方法連絡先」の欄に「相談先e－maiI」として、記載  
68  別紙26        施 未実施の選択になっています）   してください。   

69  別紙28  別紙28の表で1，2，4となっていますが、変更の操作はできません。 このまま入力をしていただくとくことでよろしいか。  この毛ま、入力してください。   
別紙28について「相談支援に閲し十分な経験を有するがん患者団体」と  患者相談等の活動において、十分な実績がある患者団体とな  

70  別紙28        まどのような団体でしようか。   リます。   

71  別紙35  別紙35の組織図貼り付けは、電子媒体に貼り付けるということでよろし いでしょうか。  電子媒休に貼り付けてもよいです。   
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がん診療連携拠点病院 新規指定・指定更新推薦書・現況報告書 指定要件Q＆A集  

番号  箇所   質問   回答   
「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（平成20年  

3月1日付け健発案0301001号健康局長通知の別添）（以  
様式4（機能別）の3の（1）の⑨として、「がんに関する相談支援に関    下「整備指針」という。）のⅡの3の（1）の②に「院内及び地域  

し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極  の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家  
的に取り組んでいる。」という項目があり、その取組として別紙28を記載  族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応す  

l  別紙28                      することとなっておりますが、別紙28に「相談支援センター職員の関与  る体制を整備すること。また、相談支援に閲し十分な経験を  
の有無」欄があるということは、この「あり」「なし」の回答をもって要件充  有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取  
足かどうか判断するという解釈となりますでしようか。   リ組むこと。」と定めた要件については、別紙28の「相談支援  

センターの職員の関与の有無」の「あり」、「なし」の回答をもっ  
て解釈を行うこととなります。   

原則は9月1日時点で協議会を設置していなければいけま  
せん。9月1日の時点で設置されていないものの、10月末ま  

今年度、推薦区分を地域がん診療連携拠点病院から、都道府県がん 診療連携拠点病院に変更して推薦書を提出します 
。  

2  別紙37、38    このため、別紙37、38をはじめとして記入できない様式があります が 
、どのような対応をとればよいでしようか。  

病院長及び都道府県から確約書を呈示いただいた上で、が  
ん診療連携拠点病院の指定に関する検討会において検討さ  
れることとなります。   

「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（平成20年3  
指定要件の中に「緩和ケアチームに協力する医療心理に携わる者を  

1人以上配置することが望ましい」とありますが、「医療心理に携わる  

3  定義    者」については、特定の資格を指すのではなく、各病院でそれなりの資  
格等を持っているものを配置するよう努めるという意味になるのでしよう  

か。  
と定めているところであり、特定の専門資格を限定して指すも  
のではありませんが、有資格者と同等の能力を有する者が望  
ましいです。   
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様式4「4がん診療連携拠点病院の指定要件について」  
「④緩和ケアの提供体制診療従事者」「サ緩和ケアチームにおい  
て緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の専従看護  
師数」の解釈についてですが、専門的な知識及び技能を有する看護師 とは 
、特定の研修の受講や専門資格の保有者（例えば、がん性痙痛看 護認定看護師等）でなければならないのでしようか 

。  

4  定義        特定の研修の受講や専門資格の保有者である場合、平成21年6月  よって（別紙14）の専門医等資格の欄は、記載できる専門  
22日事務連絡の【診療従事者】の吉己載はどのように解釈するのでしょ  

うか。  
なお、特定の研修の受講や専門資格の保有者でない場合は、（別紙  

14）の専門性の専門医等資格の欄は、空欄でかまわないのでしよう  
か。   

平成20年3月1日付健発第0301001号健康局長通知「  
がん診療連携拠点病院の整備について」中のⅡの1の（2）の  
①のエにあるとおり「専従の病理診断に携わる医師を1人以  

専従の病理診断に携わる医師について指針では「原則常勤」は承知     上配tすること。なお、当該医師については、原則として常勤  
しておりますが、非常勤の病理医が、遇に1日勤務でその1日の8割以  であること。」としています。  

5  定義                 上を勤務している場合、それは、「専従」であるとして指針に適合するも  具体例として、遇1日8時間勤務の場合、病理診簡等（手術  
のと判断してよいでしようか。   中の迅速病理診漸を含む）の対応が月4日間しかできないこ  

ととなります。拠点病院としての役割や診療連携体制につい  
ては、公開される資料ですので、国民の皆様から信頼される  
ような診療体制の整備が望ましいです。   

専任の放射線治療における機器の精度管理等に携わる常勤の技術 者等について 
、この「技術者等」については、資格要件はないものと考 えますが 

6  走♯    、 例えば、診療放射線技師等の中で、精度管理に精通し、実際にこの業  
かまいませんが、医学物理士等の資格を有していることが望  

務を行ってきている者は指針に適合するものと判断してよいでしよう か 
。   
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がん診療連携拠点病院の指定要件における「常勤」とは、  
当該医療機関が定める1週間の就業時間のすべてを勤務し  
ている者をいいます。ただし、当該医療機瀾が定める就業時  

『常勤』という言葉の定義についてですが、病院で位置付けている身     間が32時間に満たない場合は、常勤とみなしません。（「医  

定義        療法第21条の規定に基づく人員の算出に当たっての取扱い 等について」（平成10年6月26日付け健政発第777号・医  
算してよいでしようか。   

薬発第574号、厚生省健康政策局長・医薬安全局長連名通  
知）の別添「常勤医師等の取扱いについて」を参照）。  

緩和ケア提供体制→診療従事者→緩和ケアチームの常勤専従看護   
師ですが、  
（D緩和ケアチームにおける業務量が少ない場合、一 ①②緩和ケアチームの業務量が少ない場合にあっても専従  
務を行うことは可能でしようか。  看護師が他科の業務を行うことはありえますが、専従の者は  

判断  就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事していること  
を言います。従って要件充足とはなりません。 のの 

る場合は、問題ないでしょうか。  ③複数医療従事者勤務時間を積算することは認められ  
※ 複数の看護師によるチーム従事時間計が26時間程度  ません。  

（常勤要件32時間×専従0．8）   

研修会の名称が「X県緩和ケア研修会」となっておりますが、   
当該研修会をX大学医学部附属病院の実線とみなし、  
指定要件を充足していると考えてよいでしようか。  
※概要  

判断    指定要件未充足とはなりません。            平成21年2月にX大学医学部附属病碗において、「X県緩和ケア研修  
会」を開催しました。当該研修会の開催費用はX大学医学部附属病院  
のがん診療連携拠点病院機能強化事業から拠出しており、主催・X大  
学医学部附属病院、共催・×県となっております。   
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別紙29に記載のあるとおり、大項目「予後調査」中の「660  
予後調査結果」およぴ「720予後調査方法」については標準  
項目となっています。平成21年6月22日付健康局総務課が  
ん対策推進室発の事務連絡「がん診療連携拠点病院の指定  
更新等に向けた留意事項について」【院内がん登録】3．にあ  
るとおり、「院内がん登録のがん対策情報センターヘの情報  
提供については、「改正版」又はそれに準拠する国立がんセ  
ンタ一において提示されている「標準登録様式2006年度修  
正版」の様式を用い、平成19年症例を平成21年3月に提出  

「（2）院内がん登録③毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対           していること。ただし、提出できなかった場合は、提出できな  
かった具休的理由について記載した理由書及び別途定める  

l】断  様式による調査票を提出する必要がある（様式及び提出期限  
については別途連絡）。また、予後調査の実施状況について  

いのかどうか教えていただけませんか。   
も情報提供することが望ましい。なお、平成20年2月8日及  
び平成21年4月1日指定の拠点病院について、平成19年は  
院内がん登録を行っておらず、同年症例が提出できない場合  
については、その旨を回答する必要がある」と定めており、さ  
らに平成21年9月1日付健発0901第1号「平成22年度が  
ん診療連携拠点病院の指定の推薦手続等についてJでは、r  
当該病院においては、別途連絡する様式に記入し未提出の  
理由書および補充調査について提出すること」となっていま  
す。  

平成21年6月22日付健康局総務課がん対策推進室発の事務連橋   
リニアックを設置した上で、速やかに稼働する必要がありま  

q断     す。  
置は機械の設置を指すのか、または稼働（治療）を含めたものでしょう  
か。   
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平成20年度がん診療連携拠点病院機能強化事業責1病院あたりの平均単価  
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 ※岩手県、栃木県、滋賀県、奈良県については①の拠点病院が無い  



平成20年度 がん対策事業費（都道府県民1人あたりの平均）  

※各都道府県のがん対策予算については、都道府県の判断により計上しているものである   



平成20年度都道府県別がん対策予算軌蕎実績  

1マンモグラフィ検診遠隔診断支援モデル事業★   

2がん診療施設情報ネットワーク事業費  

医糠遺構体制推進事業   

織を深めるための訪問■性師に対する研鯵会の開催   
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2がん珍種施設情報ネットワーク事業費  

3がん珍♯連携拠点病院機能強化事業費  

事業名  補助率  2D決井鎖（千円）  うち交付決定義l（干円）   概要   

国庫相助事業（上一己以外の■稟）  5．800   3．561  

】在宅緩和ケア対策推進事業  1／2   5．4〔I2   3．250  在宅雄和ケア支援センターの運営．在宅緩和ケア推進会繊の開催．在宅緩和ケア従事者研  
修の実施。   

2たばこ対策促進書手  1／2   398   311  禁煙に閲する讐及啓発等を実施するもの．   

県ヰ独事業  0  1（用10  

】宮城県がん全線管理事業  10128   0  県内におけるがんの羅患状況等を把握するための地域がん登録を実施するもの。   

2生活習慣痍検診t理指導協は余事集  482   0  県内の各市町村におけるがんを含む生活習慣ホ検診について，精度管理のための騨価．指  
導零を行うもの。   

′～づ／吏∴′∴  ♪雪ノ）…琴婆議定芋蔓ト豊壌嵩壷離競森さ           よJ‘…祭￥÷－宏藻三譲ご′ノ嶺雷教躯群衆簸■髄   

4フ．154   24．576  

1／2   42。478   21237  山本絹合総合病院、秋田赤十字病院、由利組合総合病院、仙北組合総合病院、平鹿総合  
病院、雄勝中央病院   

2がん対策推進特別事業霊  4，67t〉   3．339  

○がん暖定毒性師育成支怪事業  
1／2  2．673  がん看憬lこ係る認定書穫師の責椿取得を促進するため、研♯期間中の代替職員の兼用、  

1．336  
○ピアカウンセリング研揮開催事業  
○緩和ケア実践研書事業  
緩和ケアに往事する医師を対象に、緩和ケア病棟や、訪問診療・看護の現場へ派遺し、診  

用／10  2．003  2．003  

事業り40千円  
○秋田型緩和ケアシステム構築事業   

314．780   166．905  

1／2   15．750   7．875  秋田赤十字病院   

10／10   19．030   19．030  秋田大字医掌卸附属病院   

四庫補助事業（都道府欄）           1がん診療連携拠点病院機能酎ヒ事業十                      一般事業 特別事業  1／2   28D．000   140．000  山本組合総合病院   
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3がん検診十補助金  

がん診療連携拠点病矧こ準じる県内の中核的医療機関のがん診療機能等を強化を支揮。  

院内がん登録データ尊から得られる診療情報の分析、がん治療等に関する県への提言等を  
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事業名   三●：’  20決算額（千円）  うち交付決定■（千円 概要   

国庫捕助事業（拠点病院等）  9653   13．535  

1がん診療連携拠点病院機能削ヒ事業費   †0／†0   9863   12．915  

国庫相助手集（上記以外の事業）  590   620  

訪問着懐推進事業   1／2   590   620  

茨城農   

国庫補助事業（都道府県）  73605   38．802  

土浦協同病院（12．691千円）．筑波けイ加レセント病院（16．000干円）．日立総合病院（1†．111  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   73184   干円）．東京医科大字霞ケ浦病院（15．341千円）．友愛記念病院（13．273干円），西南医療セ  
36592    ンクー病院（4．756干円）  

2がん対策推進特別事業費  421   210  

1／2   421   2†ロ  在宅緩和ケアの推進のため．薬局薬剤師の研修会を開催する。   

国庫補助事業（拠点病院等）  744606   315817  

1がん診療連携拠点病院遠隔画僅診断支操車葉貴   1／Z   15949   7．974  筑波大字附属病院   

2乳がん用マンモコイル緊急整備事業費  1／2  
l  

27425  T3．711  筑波大学附属病院（3，937）．筑波メ享ニィ加L示ント病院（63占bヰ円）．東京医科大学霞ヶ浦病院  
（1．424千円）．日立製作寧日ヰ総合病院（2050）   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業暮   10／10   14．132   14．132  筑波大字附属病偏   

4がんに係る放射線治欄機器緊急整傭事業兼   1／2   687 Z80080  総合病院土浦協同病院，（株）日立製作所日立総合病院のリニアックを更新   

圏庫補助事業（上記以外の事業）  15．964   丁．986  

1たばこ対策促進事業   1／2   454   227  薬局での禁煙支緩相談の実施  
たばこ対策推進員活動支援の連格会の開催   

2マンモグラフィ検診精度向上事業   1／2   15510   7．759  マンモグラフィ検鯵の精度向上及び受診率向上のため．デジタル寺シ吏グラフイCADを整備  
する。（医療法人竜仁会牛馬病院）   

3女性のがん検診啓発書及等●莱責   一般車業  1／2  F   l，741   870  女性のがん対策について重点的に取り組むため．がん検診啓発のための講習会．展示会等  
を開催する。   

1地域がん登録事業  登録担当嘱託職員人件★，届出幕の提出のあった医瘡機関に対する謝金   

2がん臨床研究促進書  

7地域がんセンター運営責補助  
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ボンキャンペーンを実施 

2乳がん用マンモコイル緊急整備事業責  

2受動喫煙防止対策推進事業   

4アスヘーストに関する県民等の健康不安対策事業  
に、健康対策部会を設け、県展の健康不安へ  

5がん患者体験等によるピアカウンセラー養成事業  たがん患者の遺族や家族によるボランティア  

6在宅緩和ケアフォーラム開催事業  在宅での櫻糞を希望する患者が適切な緩和ケアが受けられる社会づくりの実現に寄与する  
ため、フォーラムを開催した。   

7在宅緩和ケア医柵什報提供体刑整傭事業  在宅緩和ケアに従事する関係者及び患者や手旗が緩和ケアに関する必要な什報が得られ、  
在宅緩和ケアに対する理解が深められるよう整傭した。   

8禁煙推進県民フェア  県民のたばこ問躁に関する意識の向上を図るため、禁煙推進県民フェアを開催   
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東京都認定がん診療病院を認定し、認定がん診檀病院が果たすべ  
き役割について、その機能強化に必要な権tの補助を行う。  

がん体験者等によるカウンセリングや什報提供等を行うモデル事業  

2乳がん用マンモコイル緊急整傭事業★  

3がん診療連携拠点病院機能強化事暮書  

4がんに係る放射線治療機蓼光恵整備事業暮  

1たばこ対策促進事業   

2在宅緩和ケア支捷センター■業  

3緩和ケアに闇する医療従事者研修   

4がん診療施設股傭整傭事業   

ー36－  
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○基準額1軋400円×200r帝＝封．880．000円○補助額22即3．000円（3施設）  

○基牽舗13．120．000円○補助額13．884．000円（6施設）  

【乳がん精密検査機器整情事業（設傭）】  
乳がん精密検査のため、MR】装置に装填する乳がん用マンモコイルの整備を行う設備整備  

緩和ケア病棟施設設償整傭貴補助事業   

検診従事者研修事業費   

2公共的施股における禁煙条例（仮称）検討調査欄  

7検診管理指導書補助  

12がんセンターの診療体制の充実  

13がんセンター匡痩機器寧整備事業書  

14臨床研究所霊  
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がん診療連痍拠点病院 

2がん診療連携拠点病院機能強化事業暮  

3在宅緩和ケア対策推進事業  

3がん疫竿調査事末書  

－38－  
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国庫補助事業（拠点病院等）  

支撲センター事業   

2がん対策推進事業  がん予防・早期発見の書及啓発活軌相談・健康教育の実施等   

3禁煙支援等響及事業  禁煙フォーラムの開催、禁煙支援実践検討会の開催   

国庫補助事業（都道府県）  

1／2   173   86  がん検診啓発ビデオの作製、リーフレットの作成および講演会を開催」書及啓発   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業書   
1女性のがん検診啓発普及等事業費  

1／2   29．908   t4．954  がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とした幸手に対し補助   

2がん医療センター整備事業  

一39－   



事業名  補助率  20決算額（干円）   うち交付決定■（千円）   概要  

照′・ノ誉T 

四庫補助事業（都道府県）  28．1  3   川．096  

1がん診療連携拠点ホ院機能強化事業書  1／2   27．908  13．954  山梨巣立中央病院15，000干円、山梨厚生病院7．420千円  
手士吉田市立病床5朋8干円   

2がん対策推進特別事業費  285  142  

がんに関する相談支援・情報提供のあり方を検討するため、検討会を開催し、情報提供や相  

一般事業 がん患者ネットワーク事業   1／2   285  142   談支性体制の推進を囲った。さらにがん検診受診率を向上するため子育て中の母親へ女性  
のがんに関する′くンフレツトを配布し強力に啓発した。   

国庫相助事業（拠点病院等）  7．194  7．194  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業霊  10／10   7．194  7．194  がん給療連携拠点病院の機能強化を目的とした事業に対し補助   

1地域がん登録事業  
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曹多啓発暮及等事業1   

拠点病院機能強化事業井   

情報ネットワーク事業費  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業≠   

診啓発書及等事業費  

4がん診療連携拠点ホl味機能弓重化事業■  

5がん対策推進特別事業■  

コイル緊急整惰事業暮  

医療提供体制推進事業暮補助金交付要綱におけるがん診療施設として必要な設備整備事  
2がん診療施設設♯整■事業  

－41－   



3静間県地域がん診療連携推進病院機能強化事業  361千円Xl、420千円Xl、55干円× 

ー42－   



†女性のがん検診啓発普及等事業兼   

2がん検診実施体制強化モデル事業暮  

3がん診療連携拠点病院機能強化事業暮  

3がん診療連携拠点病院機能強化事業貴  

ばこ対策講演会■防煙教室の実施、分煙状況調査   

－43－   



lがん認定春雄師暮成機関設立準備補助事業  

3健診強化月間推進事業  

1がん対東経遺書菓  

「
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6がん寺門分野における看護師育成手業  

7在宅ターミナルケアネットワーク構築  

ショナル養成プラン   

3アスベスト精密検査、フォローアップ検査兼用の助成  

4ひようご対がん戦略会縫の運営  

診啓発書及等事業責   

2がん診薇連携拠点病院機能掛ヒ事業1   862千円、間接補助分25つ89千円   

点病院遠隔画像診断支援 

4症例検肘会等の開催■藁  

拠点病院機能強化事業書   

ー45－   



2がん診療連携拠点病院機能強化事業責  

がん検診精度t理経進のための講習会実施   

会、暮及啓発活勤など   

6がん書∩スタッフ育成事業  

－46－  
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診啓発書及等事業費   

拠点病院機能強化事業費   

3がん診療連携拠点病院機能儲化事業支   

2がん分！刑こおける質の高い看経節凛成事業   

掴プラン）   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業責  

1緩和ケア支揉空運吉事葉  
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4乳がん総合対策プロジ工クト事業  

7緩和ケア支援センター運営事業  

8県立広島病院臨床腫瘍科運嘗事業  

3肝炎・肝がん対策   

－48－  
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2がん診療連携拠点病院機能強化事業費  

16D000   130．000  

中国・四皿8大学の大学院が一つのコンソーシアムをつ〈り、各大学の特長を生かしながら大  

1中国・内国広域がんプロ養成プログラム  T6D000   130．000   学の相互協力と補完により、多職種のがん専門職養成のためのコースワークを整儀し、これ こ 
にがん診療連携拠点病院が連携するとにより、広い地域にムラなくがん書門職を送り出す  
プログラムである。  

補助金交付額の総嶺13D．叩0000円（内徳島大字21．349．000円）  
自己負担輯の総額30．00ロガOO円（内徳島大字3．500，000円）   

42f〉T   0  

4261  ①生活習慣病管理指導協雉会各がん部会運営②地域がん登録事業   

事業名  補助率  ZO決算鎖（干円）  うち交付決定Il（千円）   

≡、．霧薫  概要  
． 

国庫相働事業（都道府県）  Z5．592   12．331  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業書  1／2   】7．320   4．500  医療従事者に対する研臓、院内がん登録の促進、がん相談支様など地肌こおけるがん診療  
連携の円滑な実施を遜る   

2がん対策推進特別事業★  8272   7．831  

【般事業   1／2   867   426  シンポジウム開催、スローガン公募等がん検診受診率向上のための暮及啓発事業  

特別事業   10／10   7．405   フ．405  緩和ケア推進に向けた人材育成を図る  
がん検診受診率向上モデル事業   

る研修、院内がん豊壌の促進、がん相談支怪など地域にぉけるがん診療  
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事業名   補助率  20決算鎮（千円）  うち交付決定血（千円）   概要   

国庫補助事業（拠点病院等）  57．028   42．7：I3  

1／2   16．747   8．373  遠隔病理コンサルテーションを行うためのシステム導入経費。   

1／3   2．966   988  全がん協に加盟している施設とのがん診療ネットワークに広域インターネットを網を按績し、  
情報交換や症例の検討をおこなっているが、それらのシステムに係る保守料及び緒掩♯   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／1（】   
37．315   33．372  がん医療従事者研修、院扇†ん登録推進事事、がん相談支緩事業及び讐及啓発・情報提  

快事集に係る人件暮や物品購入費、その他の諸種書。   

国庫補助事業（上妃以外の事業）  16．933   10．87ヰ  

3．818   3．818  がんの分野における臨床実践能力の高い看護師の育成強化を由るため、実務研修を行う。   

8．505  2．835  
2苧謂払（医療提供体制推進事業…助金）］  装置の設傭整備。  

3新人助産師及び新人看護師臨床実践能力向上推進事業   

2生活習†且ホ予防推進事業  

況等を全線し、鍾急事、受薇  

3■がん検診暮整情事業   

簗に係る緑薫の助成   

－50－  
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床検査機器等の整傭に係る経費の助成  

5 

開会開催委統  

診啓発書及等事業ナ   

拠点痍院機能強化事業t   

1がん診療連携拠点病院遠隔画像診断支援事業暮   

2専門分野（がん）におけるXの高い手性師育成事業   

2がん検診実施体刑強化モデル事業責   

ー51－   





2がん対策推進特別事業員  トD95   547   

1′／2   lD95   547  がん検附こ関する普及啓発及びがん診療連携拠点病院の院内がん登鐸の強化   

40653   33．355  

丁．297  ′く－チャルスライドシステムを導入し、国立がんセンター等と連携を行い、病理診断の精度向  
上および効率化を国った。   

10／10   26．058   26．D58  あくん医療従事者研修事業、がん診標連携拠点病院ネットワーク事業、院内がん登録促進事  
美、がん相談支援手業、書及啓発・情報提供事業   

之．28β   1－143  

T／2   841   420  在宅緩和ケア推進連絡協騰会、緩和ケアに関する従事者研修   

1／2   1．447   723  防煙事業、受動喫煙防止事業、たばこ対策検討会   

3．467   0  

3．467  がん検診の精度管理のための医療機閲登録等   

事業名   補助率  20決算額（千円）  うち交付決定一l（千円）   概要   

ノ′t 箪璧が準ふ′づ㌔ヌ、ノ’′  ‘′、ノ′ご電気∴   

嘉藩鯨   嘲   
国庫相勒事業（都道府県）  27．932   13．758  

1女性のがん検診者葉書及筆書菓暮   1／2   1．542   771  鹿児島県ピンクリボン月間の周知広報及び乳がん予防の書及啓発   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業暮   1／2   18．367   8．977  がん医療従事者研♯事業∴がん診療連携拠点病院ネットワーク事業．院内がん登録促進事  
菓．がん相談支捷事業．書及啓発・情報提供事業   

3がん対策推進特別事業費  8．023   4．010   

がん医療・検診機能情報データノくンク事業．がん楔形均てん化研♯会の実施．がん検診受  
り2   8．D23   4010   診卒50％推進事業，がん登録100％推進事業，がん予防書及啓発事業．がん検診追跡評価  

事業   

四庫補助事業（拠点病院等〉  338．692   1；13．757  

1乳がん用マンモコイル緊急整情事葉儀   1／2   9．870   4．935  乳がん用マンモコイルの整儀■兼   

2がん診療遽携拠点ホ臨機舵強化事業責   1D／10   48．822   48．822  がん医療従事者研♯事業．がん診療連携拠点病院ネットワーク事業，院内がん登録促進事  
某．がん相隣支緩事業．書及啓発・情報提供事♯   

3がんに係る放射線治ホ機露緊急整備事業1   1／2   2机．000   14D00（】  放射線治療機器の整備事業   

国庫補助事業（上記以外の事業）  529．757   529．653  

lたばこ対策促進教育事業   1／2   2〔18   104  県薬剤師会に委托し，主に中学生を対象にたばこの健康への影■に関する知‡掛こついての  
教育を実施   

2専門分野（がん）における井の高い看雄師育成事業   1D／10   4．732   4732  がん分野における賞の高い看護朋の育成を図るとともに，診療連携体制の充実強化を図る。   

3粒子線がん治療研究施設整備支緩事業   干雷の範匪内   524．000   524．ODO  （財）メディポリス医学研究財団が取り組んでいる「がん粒子線治療研究センターJの整傭につ  
いての財政支捷   

4AT」“0”推進事業   1（I／10   817   817  アンケート調査．パンフレット作成   

県ヰ独事業  4．404   4．4D4  

1がん克服総合推進事禦  3．383   3．383  がん登録の実施．がん対策協欄会の開催．ATし対策推進事業等   

2がんにおける地域医療遮携体制モデル事業  1．021   1．021  がんに係る地域連携の構築を白指す   
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事業名   補助率  20決井鰻（干円）  うち交付決定■（千円）   概要   

紳礁 

且庫補助事業（都道府県）  17．423   8．310  

1女性のがん検診啓発書及等■葉欄   1／2   1．148   573  女性のがんに関する講演・シンポジウムの開催、広報等の啓発事業の予算   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業兼   1／2   16．275   7，737  がん診療連携拠点病院において、がん医療従事者研修、緩和ケアの提供、相談支緩琴への  
補助を行い、がん医療の均てん化を推進する。   

国庫補助事業（拠点病院等）  35．857   3D．5D7  

1がん診療施設情報ネットワーク霊薬凛   1／2   6．195   6．859  国立がんセンターと全国の中核がん診療施設を通信回線で結ぷテレビ会蟻システムを橋架  
する   

2軋がん用マンモコイル緊急堅傭事業兼   1／2   13．965   8．982  乳がん用マンモコイル導入し、乳がん検診や外来においても早期発見、早期治療の推進を  
周る。   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業欄   †0／10   
†5．697   16．666  がん診療連携拠点病院が行う地域連携ケノテイカルパス作成、緩和ケア研修会、院内がん  

登録促進事業等を推進する。   

国庫相助事業（上記以外の事業）  1．200   600  

lたばこ対策促進事業（生活菅慣病対策室）   1／2   1．2DO   600  未成年者の喫煙防止等に関する書及啓発、禁煙・分煙認定制度の推進等   

県単独事業  1．622   0  

1がん検診専管理事薬事  708   0  生活習慣病健診管理協騰会がん検診分科会の開催及び地域がん登録事兼等の予算   

㍗県民健康づくり推進事業★（たばこ対策）  914   0  書及啓発講演会及び指導者研修会の実施等   

－54－  

1■‾「Ⅷ   
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